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本日の会議に付した事件 

 

                      令和５年第４回山元町議会定例会（第３日目） 

                      令和５年１２月１１日（火）午前１０時 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 一般質問 

日程第３ 請願第１号 慰霊碑「大地の塔」敷地内へのトイレ設置に関する請願書 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（菊地康彦君）ただいまから本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定により、７番伊藤貞悦君、

８番品堀栄洋君を指名します。 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第２．一般質問を行います。 

      一般質問の質問時間は、山元町議会先例９４番により４０分以内とし、同９６番によ

り通告順に発言を許します。 

      なお、山元町議会基本条例第６条の規定により、原則一問一答です。質問は論点を整

理し、通告外にわたらないよう注意してください。また、答弁は簡明にされますようお

願いします。 

                                             

議 長（菊地康彦君）７番伊藤貞悦君の質問を許します。７番伊藤貞悦君、登壇願います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。７番伊藤貞悦です。令和５年第４回山元町議会定例会において

大綱３件、７項目について一般質問をいたします。 

      大綱１、これからの「町づくり」について。 

      橋元町政が現在実施している「町政懇談会」について伺います。 

      １点目、町民の声をどのように感じたのか。 

      その町民の声については、地区による意識の違いや課題をどのように捉えたか。 

      ２点目、年齢や性別による意識の違いや課題をどのように捉えたか。 

      ３点目、全体を通した最重要課題をどのように捉えたか。 

      細目２点目、町民の要望に対する次の具体的な計画や今後の進め方について。 

      １点目、町内小中学校周辺の歩道の確保や送迎時の安全地帯の確保について。 

      ２点目、緊急自動車、救急車・消防車が無理なく走行できる道路の整備について。 

      ウ、３点目、空き地や空き家に関わる鳥獣対策の具体的な計画を策定する考えはない

かについて。 

      細目３点目、町民の全体の声を町政にどのように反映させる考えなのか。さらに具体
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的に進める際は「自助・共助・公助」の観点を考慮して実施すべきと考えるがどうか。 

      大綱２、高齢者施策と福祉関連施策の具体的な対策について。 

      １点目、公共交通計画を現在見直しているが、次の必要な各種サービスの先取りはで

きないか。 

      タクシーチケットを居住地の距離を考慮し配付する考えはないか。 

      ２点目、運転免許証返納者や介護家族者も利用できる専用無料パスを含む支援の拡充

を図る考えはないか。 

      ２点目、社会福祉協議会への支援内容に不足はないか。 

      大綱３、感染リスクが高い方への季節性感染症（インフルエンザワクチン）予防接種

の支援について。 

      １点目、乳幼児、小中学生、高齢者の接種費用の無償化を図る考えはないか。 

      ２点目、乳幼児保育や学童保育の関係者及び教職員や役場窓口職員等の接種費用の無

償化を図る考えはないかについて一般質問いたします。 

議 長（菊地康彦君）町長橋元伸一君、登壇願います。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。皆さん、おはようございます。伊藤貞悦議員のご質問にお答え

いたします。 

      大綱第１、これからのまちづくりについての１点目、町民の声をどのように感じたか

について３点お尋ねがありましたが、関連がありますので一括してご回答をいたします。 

      先月末まで、１７地区で懇談会を開催し、老若男女各世代の方々から地域の抱えてい

る課題やまちづくりに対するご意見をいただいております。地区や年齢等の意識の違い

は千差万別で、一概に言い表せるものではありませんが、日々の生活の中で得た気づき

や町の課題、今後のまちづくりに向けたアイデアなどをお聞きすることができ、改めて

町の現状を見直し、今後の行政課題を整理するよい機会になりました。全体を通じて最

も多く最重要課題として捉えたのは、生活道路や排水施設の整備、公共交通の充実や空

き地の管理など、身近な生活環境の改善に関するご意見であります。いずれも町民の日々

の生活や活動に支障となっているものが多く、早急に解決すべき課題であると考えてお

りますが、検討に時間を要するものや予算の確保等が必要な案件が多いことから、地区

と相談等の上、対応できるものから順次取り組んでまいりたいと考えております。 

      次に、２点目、町民要望に対する具体的な進め方のうち、小中学校周辺の歩道確保や

送迎時の安全地帯確保についてですが、町内小中学校周辺の道路において、歩道がない

路線や、幅員が狭隘な路線があることは十分認識しております。さきの第１回議会定例

会の一般質問でお答えいたしましたとおり、小中学校の通学に関しては、遠距離通学者

を除き基本的に徒歩、自転車通学と捉えておりますことから、車両と歩行者が安全に通

行できる空間確保のため、周辺道路の現状や利用状況を精査し、交通状況や地域の特性

を十分考慮した上で、対策の必要箇所を見極めながら検討してまいります。 

      次に、緊急自動車が無理なく走行できる道路整備についてですが、従前から利用され

ている利用される道路の中には、町道認定がなされる路線においても、幅員が狭隘で緊

急自動車の通行に支障を来している箇所があることは、地域からの要望等により把握し

ております。このような道路の多くは通り抜けができないことや、利用する方々がある

程度限定されることなどから、地域協力や必要性、緊急性を考慮し、優先度の高い箇所

から順に整備してきたところであります。引き続き地域の声に耳を傾け、現状の状況等
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も確認しながら計画的に検討を進めるとともに、財源についても国の補助制度を活用す

るなど、住民の要望を踏まえた道路整備の推進に努めてまいります。 

      次に、空き地や空き家に関わる鳥獣対策についてですが、適切な管理が行われていな

い空き地や空き家等が増加し、それらの場所に鳥獣等が出没や生息をすることになれば、

周辺の生活環境に大きな影響を及ぼすことから、住民の安全安心な暮らしを守る上でも

重要な課題であると認識しております。 

      一方で個人の財産に属する空き地や空き家については、所有者がその責任において適

切に管理を行うことが原則であり、行政であっても所有者の了解等なしにそれらの土地

や家屋に手を加えることはできず、本町のみならず全国的にも鳥獣対策に限らず対応が

難しいのが実情であります。 

      このうち、空き家については、現在、町で空き家等対策計画の策定に取り組んでおり、

計画策定後は、空家特措法に基づく一定の対応が可能となるほか、対応に要する費用に

対し国の財政支援制度も活用可能となる見込みであり、現在実施中である空き家所有者

の方に対するアンケート調査の結果等も踏まえながら、鳥獣被害等の温床とならないよ

う適切な管理を求めてまいりたいと考えております。 

      また、空き地につきましては、住宅地内の宅地であったり、農地であったりと、その

対応は様々であり、庁内での横断的な対応が必要と考えておりますが、衛生面や動物保

護の観点、場合によっては危険な対応を伴うケースなど、様々な状況が考えられます。

したがいまして、当面は事案に応じ、保健所や警察、消防等、関係機関との連携の下、

対応せざるを得ないのではないかと考えており、さらに計画策定に伴う実践的な鳥獣対

策が可能かどうかについては、先行事例等を研究してまいりたいと考えております。 

      次に、３点目の前段、町民全体の声を町政にどのように反映させるのかについてです

が、懇談会でいただいたご意見については、懇談会終了後、担当課において地区ごとに

内容を整理した上で、関係各課に情報の共有を進めております。同時に、地区の協力を

いただきながら、現場の確認を行うなど、少しずつではありますが、順次対応しており、

また、検討に時間を要するものや大規模な事業となる案件については、優先順位や財源

の確保等を勘案しながら、課題の解決方法を探ってまいりたいと考えております。 

      また、課題解決の際に、自助・共助・公助の観点を考慮すべきというご指摘について

は、少子高齢化により人口減少の中にあって、非常に大切な観点であると認識しており

ます。 

      町といたしましては、地域との協働を基本としつつも、その一方では、担い手が高齢

化している地域の実情を踏まえ、地区だけではどうしても対応が難しい課題については、

町全体で検討を進めた上で、必要に応じて町が支援を行うなど、町と地域住民が手を取

り合い共にまちづくりを進めていけるよう努めてまいります。 

      次に、大綱第２、高齢者施策と福祉関連施策の具体的な対策についての１点目、公共

交通計画見直しに先立つ各種サービスの先取りのうち、タクシーチケットの配付につい

てですが、現在取り組んでいる地域公共交通計画の策定及び町民バス等運行事業の見直

しにつきましては、町内の移動手段の確保について、町民バス等運行事業だけでなく、

町が行う他の移動サービスや民間の交通事業等も把握し、役割分担を考慮しながら総合

的に持続可能な地域の交通体系の構築を図ることを念頭に検討を進めています。 

      ご指摘のありましたタクシーチケットにつきましては、町民バス等運行事業見直しの
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中で、本町への導入について検討したところ、あくまで現時点での考えですが、導入を

見送り、（仮称）デマンド型乗合町民バスの運行について検討を行う方向としております。 

      なお、福祉タクシー利用助成事業として、タクシー券または燃料券を障害者手帳保持

者等に対し配付しており、今年度も拡充を行ったところでありますので、さらなる拡充

については、町民バス等運行事業を見直しの状況も踏まえ、判断してまいりたいと考え

ております。 

      次に、運転免許返納者や介護家族者も利用できる専用無料パスについてですが、町民

バス等における現行サービスは、運転免許返納者については、町民バス及びデマンド型

乗合タクシーの使用料を申請日から１年間無料かつ１年経過後は７５歳に至るまで半額

としており、また、障害者手帳等をお持ちの方やその介助者については使用料を半額と

しております。 

      なお、新運行体系に伴う使用料については、今後検討を行いますが、使用料は地域公

共交通会議で協議を調える事項であるため、使用料の変更は新運行体系移行と合わせて

行いたいと考えております。 

      次に、２点目、社会福祉協議会への支援内容に不足はないかについてですが、山元町

社会福祉協議会は、地域福祉の増進を図ることを目的とし、居宅介護支援事業、障害福

祉サービス事業、障害児相談事業等を展開しており、町は法人事務局の運営費の一部を

補助するとともに、山元町障害者基幹相談支援センターの管理運営や地域包括ケアシス

テムの一部を担う生活支援体制整備事業を委託するなど、両者で事業連携を図りながら

住民の福祉向上に努めております。 

      また、同協議会とは、毎年、次年度の運営や事業について打合せを実施し、新規事業

の有無や運営状況の確認のほか、町からの支援内容について説明しておりますが、委託

事業の減少や人件費の上昇等により運営に影響が現れているとのことから、先月２４日

に地域福祉推進のための安定的な財政支援に関する要望をいただいたところであります。 

      このため町といたしましては、今年度の支援内容と同協議会の事業経営状況をさらに

精査し、現体制において新たな業務委託が可能であるかなど、健全経営につながる支援

の方策について考えてまいります。 

      次に、大綱第３、季節性感染症インフルエンザワクチン予防接種の支援についての１

点目、乳幼児、小中学生、高齢者の接種費用の無償化についてですが、予防接種事業に

つきましては予防接種法において定期接種として位置づけられたものについて、公費負

担や接種勧奨を実施しており、インフルエンザワクチン予防接種は６５歳以上の高齢者

が定期接種に該当するため接種費用の一部を公費負担しております。 

      また、それ以外の方については、予防接種法に定めのない任意の予防接種に位置づけ

されております。町といたしましては、任意接種ではありますが、令和３年度から子育

て施策の一環として高校受験を控えた中学３年生と妊婦に対し接種費用の一部助成を行

っており、亘理郡内の医療機関で接種した場合は無償とするなど、重症化の予防に努め

ております。 

      ご指摘のありました乳幼児から高齢者までの接種費用の無償化については、現在実施

している任意接種の対象年齢の拡大を含め、県内市町村の取組を参考に検討してまいり

ます。 

      次に、２点目、保育関係者、教職員及び役場窓口職員の接種費用の無償化についてで
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すが、インフルエンザワクチン予防接種は任意接種となり、現在、接種者の負担軽減を

図ることを目的に市町村職員共済組合や教員、教職員互助会で独自に費用の一部を助成

しておりますので、無償化については関係機関と調整を図りながら他自治体の動向も踏

まえ、研究してまいりたいと考えております。 

      以上でございます。 

議 長（菊地康彦君）７番伊藤貞悦君の再質問を許します。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。再質問をさせていただきます。 

      地区による意識の違い、課題の違いは感じなかったのか。回答によりますといろんな

ことを感じていますが、町長は、その地区による意識の違いのをどういうふうに感じ、

何を一番感じたのか、素直な感想をお聞かせいただければと思います。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。山元町はですね、そんなに大きい町ではないというふうに常々

私は思っておりますが、ただやはりですね、海と山に挟まれまして、この小さな町の中

でもですね、やっぱり沿岸部、あと中間部、あとやっぱり６号線よりも上の内陸部です

かね、やっぱりその３つぐらいに分かれるのかなあと、それで、大体駅、駅を中心に大

体町が成り立っておりますので、今ですと坂元駅と山下駅がありますが、あとは買物、

病院、そういうところに近い方、遠い方、そういうことでも地区によってのその皆さん

の悩み、要望というのは、そういうふうな普段の生活の中から出てくる要望が多かった

かなというふうには思います。全体的に感じている、皆さんが感じている同一の問題と、

あとやっぱりその地域によってのそういう病院から遠かったり、役場から離れている、

駅に遠い、買物が大変だ、そういういろいろな部分での差はあったのかなあというふう

に思います。 

      ただ、聞いておりますと、皆さんのご意見、自分のことよりも意外に人のことといい

ますか、周りのことを考えたような質問が多かったかなというふうに感じておりました。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。それから年齢や性別、私も何か所か出ましたが、若い人の参加

は少なかったような感じがいたしますが、その高齢者の方が多かったというふうな感じ

を受けますが、年齢や性別による意識の違いとか、そういうふうなことについてお感じ

になったことはどんな、どのようなことを感じましたでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。今議員がおっしゃったようにですね、どうしても若い方の参加

はやっぱり少なかったのかなというふうに思いますので、今後ですね、その若い方たち

のお悩みといいますかね、そういうところをどのようにして吸い上げるかというのも一

つの課題かなというふうには思います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。やはり今回の懇談会でいろんなことが出てきておりますが、回

答では、生活道路のこととか、排水施設のこと、それから日々の生活や活動、行動に支

障のあることとか、というふうなことを回答させていただいておりますが、やはりいろ

んなことを聞いていくと、これから大きな問題は、少子化と併せて子育て世代への対処

の問題とそれから高齢者のこれからの生活、それから周辺環境の整備というふうなこと

を私は感じたわけですが、全体を通じて執行部としては最重要課題をどのように捉えて

おりますでしょうか。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。最重要課題というのはやっぱりですね、先ほど言いましたように

若い方の参加が少なかったというか、やっぱり高齢化が進んでいるということが一番大

きいのかなというふうには思っております。ですから、病院なり、買物なり、いろいろ
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なところに行くための交通手段、あとはよく議員の皆さんもご存じだと思いますが、今

年は暑かったこともあってですね、周りの生活環境ですね、草の繁茂とかですね、そう

いう部分での、これまでも各地域の皆さんに協力をいただいて、町の環境整備というの

は町で行ってきておりますが、なかなかそういうところにやっぱり高齢化が進んでおり

ましてですね、参加人数も減っているとか、参加できなくなってきているというところ

がありますので、そういう高齢化が進んでいることに対する課題というのが一番大きか

ったかなというふうに感じております。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。１７地区終了して、残りのところは希望というふうなこともあ

るだろうと思いますが、これまで出てきております１７地区の要望とか、希望ですね、

それを今後、どういうふうにして進めていくのか。例えば、我々議会のほうにも町民の

要望等々はこうなんだよ、こういうふうな概要がありましたとか、そういうふうなご報

告をいただけたり、今後に対するスケジュール等々も示していただけるのかどうかにつ

いて質問をいたします。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。各地区でいただいたご意見に対しては、区長さんを通じましてま

ず各地区のほうにも全てお返しをいたします。それと別にですね、今回こうやって全部

各地区の要望をまとめてありますので、これもですね、ある一定のちょっと時間をいた

だいて、まずは何ができるできないというよりも、こういう要望が各地区から上がって

おりますというところは議会のほうにも報告をさせていただければというふうには考え

ております。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。町民の声をどのように感じどのように対処するかについてはそ

のような方向で進めていくというふうな回答がございましたので、そのように進めてい

っていただければと思います。 

      （２）に移ります。町民の要望に対する次の具体的な計画や今後の進め方についてで

すが、町内小中学校の周辺の歩道の確保とか、送迎時の安全地帯のことについて伺いま

す。 

      回答では、遠距離通学者を除き基本的には徒歩、自転車通学と捉えておるとあります

が、私は徒歩は小学生なのかな、自転車通学については中学生なのかなというふうに捉

えてみましたが、このことについていかがでしょうか。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。そうですね、小学校でも一部、自転車通学の方はいると思います

距離によって、中学校の場合はですね、もう町内に１校というふうになりましたので、

バスも出てはおりますが、部活や何かの関係で自転車で行くかと思いますので、中学生

のほうが多いのかなというふうには感じております。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。この基本的に徒歩、自転車通学を含めてですね、プラス送迎の

実態というふうなことを捉えて、実態を把握しているのかどうか、そのことについて調

査等々の結果があるのかどうかについて質問します。 

教育長（菊池卓郎君）はい、議長。具体的にどの学校で朝、帰りの送迎がどの程度あるかっていう

ことを調査したことはありません。議員が心配されているのは送迎時の危険性というこ

とで把握が必要ではないかということだと思うんですが、そのことについては今後、考

えていきたいなと思います。 

      以上です。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。中学校は１つになりまして、旧坂元中学校関係の方々はスクー
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ルバスでというふうなことがですが、旧山下小、山下中学校の方々は、自転車とか、と

いうふうなプラス送迎が圧倒的に多いのかなと私は感じているわけです。徒歩で通って

いる中学生って数的には少ないのかな、そういうふうなことを考えたときに、やはりま

ず中学校周辺のことについて、スクールバスは前から現在出入りしていますが、自転車

の通学生は脇の道路から入って、学校の校舎の裏側に入ってくると思います。それから

送迎の自動車はどこを通っているかというと、学校の前の小学校と同じところを使って

いる方が非常に多いのかなというふうな感じを受けているわけですが、このやはり送迎

の実態をまたは自転車通学の実態を調べてみないと、なかなかこれからの対策は出てこ

ないのではないかと感じているわけですが、このことについてはいかがでしょうか。 

教育長（菊池卓郎君）はい、議長。基本的に子供たちの通学が徒歩、あるいは自転車通学であると、

これは中学生も基本的には同じで、例えばその年度初め、あるいはもっと具体には入学

時ですね、どこの地区から中学校に通うと、その通学の手段はどうなのかということも

家庭環境の調査ということで、最初の段階で把握するわけです。そこで自転車通学する

とか、徒歩通学するということの把握をするわけですが、そういうふうな基本的な家庭

の考えがあっても、その上で送迎をされるという家庭も多分それなりにあるんだろうな

と思います。ですからそこの点で、先ほどの最初のお話のように、実態把握、あるいは

学校周辺での通学路の安全性の確保といいますか、確認ということは必要かなと思いま

す。 

      以上です。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。今、中学校関係のことは話をしておるわけですが、中学校の教

職員の通勤を考えたり、または調査したりしたことがあるかどうか。どこの道路をどう

いうふうに通って駐車場に入れているか調査とか、方法を考えたり、調査したことはあ

りますでしょうか。 

教育長（菊池卓郎君）はい、議長。これも具体にどの教員がどこを通ってくるかというふうなとこ

ろについて詳細をですね、把握したことはありません。ただ、住居地から中学校に行く

ということに関しては、通勤手当の関係もありますので、教職員のその通勤の経路の届

出っていうのはきちんとなされているはずですから、そういう点から把握はできるかな

と思います。 

      以上です。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。小学校、山下小学校と山元中学校が隣接しておりますが、まず

中学校関連で、あそこはやはり送迎の車は、前の道路を使っている方が非常に多いんだ

ろうと思いますが、教職員は駐車場は裏とか、西側から、中学校は西側から、または消

防署の脇から入っていかざるを得ないのかな。それを感じたときにはやはり拡幅、拡張

しなくちゃならないことが１つと、それから時間帯の一方通行等々を考慮できないかど

うか、そういうふうな計画について考えたことはありますでしょうか。 

教育長（菊池卓郎君）はい、議長。まず、教員、中学校の教員が、消防署のところから、６号線か

らですと、消防署のところを曲がって校舎の北側体育館の北側に車を入れるというのが

大体のルートかなと思います。そこに保護者の方が朝、送迎をすると、天気やなんかの

関係もあって送迎するっていう場合、基本的に中学校のほうでは、保護者の送迎は校舎

の北側の職員駐車場側ということにしております。南側はスクールバスの出入りもあり

ますので、基本的にそこは使わないようにという、保護者の方は使わないようにという、
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ですから、そういう点では北側の消防署から、あるいは山寺のほうからテニスコートの

ほう回ってくる場合、あそこの道路が混み合うということは考えられます。それに対し

て道路の幅がですね、行き違いが十分できるような幅かというと、そうではない、これ

はもう承知しているところです。学校にちょっと聞いてみたんですが、幸い送迎に関わ

るような事故に関しては、特に報告はない、あるいは聞いたことがないっていう状況で

すが、ただ、いずれ心配な状況は変わりませんので、その点はちょっと今後考えていか

なければいけないかなと思います。 

      以上です。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。すぐにというふうなことは言いませんのでテニスコートの前の

側溝あたりに蓋をかければ少し幅が広くなりますからすれ違う部分が多少確保されるの

かなと感じたりもします。そのようなことで少しずつ少しずつ改善、いい方向に改善を

していっていただければと思います。 

      それから、小学校と中学校の間にもともとあそこには道路があったわけですね、それ

が小学校と中学校、いわゆる給食センター、給食調理場を造って、あそこは通行できな

くなって現在おりますが、あの辺をうまく活用、または考えれば、ぐるっと回れるとか、

それから中学校の体育館にも真っすぐ入っていって活用しやすい、それから小学校の教

員ももっと違った活用の仕方が生まれてくるだろうと思いますので、まず、その辺につ

いて工夫できないかどうかについてお伺いします。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。先ほど教育長が言ったようにですね、中学校が１つになったとい

うことがあって、坂元地区から来る子供たちはやっぱ遠方から来るようになります。バ

スも出ていますが、いろいろな部活やなんかの関係で送り迎えなんかも多くなっている

と思いますので、道路整備に関してはやはり大きなやっぱり今後の課題かなというふう

に私も思っております。今言った道路を一方通行にして、今通れなくしている、たしか

車止めをつけて車通れなくしているはずなんですけれども、そこの部分を使ってという

ご提案もいただきましたが、それもですね、あそこを車を通らせることによって、たと

え一方通行であっても、南側の大通り、あそこはやっぱ子供たち結構通りますので、そ

の安全性をですね、やはり考慮して、今後その辺の道路整備というのはですね、進めさ

せていただければというふうに思います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。中学校はまず、それで何とか見通しが出て改善できるのかなと。

ただ、小学校については、第一小学校、それから山下小学校、坂元小学校、いずれも子

供たちが通学する、また保護者が送迎する、教職員が通勤するためには、やはりあまり

にも幅が狭い、それから通勤、通学する同じ道路を通路を子供たちが同列に通ってくる

というふうな、錯綜するというふうなことが考えられるので、いずれについても時間帯

一方通行とかというふうな制限をし、いわゆる通学時間、それから帰る時間の交通制限

を設けるというふうなことを、まず一番最初に考えられないかどうかなんですよ、その

学校周辺だけでも、そういうふうな、いわゆる対策を講じる考えがあるかどうかについ

てお伺いします。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。全ては、やはり地域住民、そして各学校に通う子供たちの安全性

をまず優先して、どういう形を取るのがいいかだと思いますので、多分これまでも南側

の通りが広くて、その大きな道路になっています。裏は近隣の住宅もあるということも

あってなのか、狭い状況でこれまで来ましたが、結局道路全てを広くしてね、逆に車が
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通りやすくなってしまうと車の交通量も今度増えてしまうということもありますので、

その辺も含めていろいろ今後ですね、先ほども言いましたように一番はやっぱり子供た

ちの安全、地域住民の安全というのが一番だと思いますので、それで車に対する規制と

いうのはあってしかるべきだと思いますので、その辺、考慮しながらですね、今後を考

えて進めていきたいというふうに思います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。やはりこれまでずっとですね、話を聞いたり、教育委員会の考

えを聞くと、体力向上とかですね、健康保持の観点からできるだけ徒歩通学をさせると

か、難しいときは自転車とかっていうふうなことが最優先だろうと思いますが、徒歩を

優先的に考えても、ある程度歩道の確保してあるとか、自動車と歩道との分離をしてや

るとかっていうふうな安全確保をしてやらないと、なかなか、それがうまくいかないの

かなと感じたりもしますので、多少ですね、時間がかかるかもしれませんが、今の一番

考えられること、または考えていかなくちゃならないことは、時間帯によってうまくす

み分けるというふうなことを考え、考えてやるのが一番なのかなと思っておりますので、

そのことを警察署や交通安全委員会とか、そういうふうなところと話合いを進めて、検

討していっていただければと思います。 

      その他ですね、学校関係については、大体そのようなことで進むと思いますが、次に、

２つ目の緊急自動車や救急車消防車が無理なく走行できるというのは、学校周辺だけで

はございません。町内を見ていくと、水路の脇に道路があって、その周辺に住宅が建っ

ているようなところは結構狭くて、消防車、救急車が入っていけないというふうなとこ

ろも結構あります。 

      例えば、横山地区の学校の東側あたりなども、そういうふうなところもありますし、

そういうふうなところをやっぱりある程度は地域性とか安全性とかっていうふうなこと

を考えて進めていかなければならないことだろうと思いますし、町内全般を見たときに、

救急車や消防車がうまく玄関先までとは言いませんけれども、無理なく入っていけるよ

うに考えるというふうな、そういうふうな要望もあったと思いますが、このことについ

ては町長はどういうふうに捉えてきましたか。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。今議員から質問があったですね、救急車両とか消防車両とかです

ね、緊急自動車が入りにくいといいますか、ぎりぎりだったりとかですね、そういう部

分に関してはやはり、今後ですね、先ほどの回答でも言ったようにですね、できるとこ

ろから何とか改修をできればというふうには思っております。何かあったときにですね

救急車が入れなかったりとかしたんではちょっと、救急車の意味がなくなりますので、

その辺はですね、少しずつでも改善できればというふうには思って進めているところで

ありますが、やはりなかなかですね、いろいろな周りの地権者の方の事情もあったりと

か、あとはやはり予算的なものがあったりとかですね、そういう部分も含めて、そちら

のほうは、でもできるだけ優先的にですね、改善を進められればというふうには思って

おります。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。緊急自動車関係が無理なく走行できるというのは、多少時間が

かかるかもしれませんが、少し、一歩ずつ一歩ずつ改善していっていただければと思い

ます。 

      空き家対策でございますが、ほかの同僚議員の質問にもありますので、そちらに譲る

としまして、この空き地、空き家に関わる鳥獣対策で気になっておりますのが、私は、
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１つはですね、空き家の猫対策でございます。結構、昔から比べたら飼い猫は家の中で

ケージに入れて飼っている方が増えてはきていると思いますが、結構この頃猫が見受け

られるようになってきてます。確かにネズミを捕ってくれたりなんかする観点ではいい

のだろうと思いますが、逆にいろんな弊害も出てきておると思われますが、このことに

ついて町のほうに相談とか、苦情とかっていうふうなことはないのかどうか。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。担当課長のほうから回答をさせます。 

町民生活課長（鈴木宏幸君）はい、議長。そうですね、猫等に関しての、空き地、空き家に関して

の苦情等でございますが、こちらにつきましては、以前、大和晴美議員にもお答えした

とおり直接町に対しての部分については正直あまり例はないというような状況ではござ

います。 

      以上でございます。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。今後ですね、そういうふうな事案が出てきましたら対処してい

ただければと思います。 

      それから町で対策をしていただきましたカラスについてはですね、大分減ったような

気はしますが、やはりこの頃はカラスも利口になって、例えば田んぼをね、うなったり

畑をうなったりすると、すぐ飛んできてというふうなこともあります。確かにひところ

から比べれば減りました。ですので、定期的にカラスの対策などもやっていただければ

なと思って、今回取り上げておりますが、一番はやっぱり私の地区の方で心配なのはイ

ノシシですね、結局せっかく電柵を回しても、草が生えてくるとその草が接触して通電

しなくなってしまうと、すぐにやられてしまうということで、せっかく今まで作付して

いた畑が使えなくなってしまっているというふうなことをよく聞きます。今年はイノシ

シの頭数が増えているというふうなことを聞いていますが、我が町で、毎年毎年イノシ

シ約３００ぐらい捕ったときもありますが、だんだんだんだんこの頃減ってきているよ

うな感じがしますが、対策について変更があったのかどうかについてお伺いします。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。これもですね、担当課長のほうから回答させます。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。イノシシの農作物に対する被害防止の対策でございます

けども、町のほうではこのイノシシ、あとはカラスとかですね、そういう部分の計画、

年間のある程度長期的な計画というのをまず立てております。それに基づいて様々な電

気柵とかですね、あとは狩猟免許を持っている方のイノシシの駆除に対する支援金とい

うことで対策は行っているところです。 

      あと、近年のイノシシの捕獲の状況につきましては令和４年度、３年度までは結構な

頭数捕獲されていたんですけれども、令和４年度についてはその対策の部分と、あとは

豚熱ということでですね、そちらのほうのウイルス感染の対策なども講じておりまして

その辺で令和４年度、３年度から４年度に比較したところは減少傾向という形になって

おります。 

      以上でございます。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。山、私の周辺というか、私も関知している深山という山、上の

ほうに登ってみると、もう穴がいっぱいあったりなんかして、なかなか大変でございま

すし、いわゆる町道２号線、東街道から周辺から上、周辺は畑はイノシシの被害でも収

穫できないというふうな状況で、どんどんどんどん畑を耕すことをやめてる方が増えて

きております。ですので、これからそういうふうなことを考えたときにそういうふうな
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対策っていうのも考えていかなくちゃならないんだろうなあと、私個人的には思ってお

りますが、例えば今年ソバを作付けたソバ畑は全く収穫できなかったところもあるよう

です。そういうふうなことを考えたときに、ソバ畑は結構広い作付ですから、全部電熱

回してもやっぱり通電しなければ効果がないというふうなことで、残念がっていた耕作

者もいるわけですが、そういうふうなことも含めてこれからの山元町の何ていうんです

かね、ソバというふうなことでＰＲしていきたいと考えている人にとってもマイナスと

いうふうなことだと思いますので、そういうふうなことも含めて考えていって、東街道

周辺への鳥獣対策について何か具体的に考えていることがあったらお答えいただきたい

と思います。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。確かにイノシシの被害はですね、６号線から西、西側山

間部に被害が多い状況というのはありますので、そちらの対策をですね、今後被害防止

計画見直しの時期もあるかと思いますので、対策の強化ということも関係機関と図って

まいりたいと思います。 

      以上です。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。よろしくご配慮いただきたいと思います。 

      町政懇談会をずっと実施してきて、いろんな話を聞いたと、今、私もお話、お話を申

し上げましたとおり、何とか対処していただけないかと、これお願いできないかという

ふうな話をしておりますが、多分、私の想像では、懇談会からもいろんな要望事項とか

が出てきたと思いますが、これを全て分かりましたというふうに捉えて町政に反映して

いくというふうなことは並大抵ではないと思うんですが、やはり、国でも、県でも考え

ている自助・共助・公助のこの考え方をやはり町民の方々にも理解していただかなくち

ゃならないのではないかと私は考えるのですが、町長はそのことについては、町ででき

ることはやるというふうなお考えは分かりますが、全てがやれるわけではないし、考え

方やいろんな意識の違いがあると思いますがそのことについては町長はどのように考え

ているのか。 

議 長（菊地康彦君）３点目の質問で移ってよろしいですか。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。今議員がおっしゃっていただいたようにですね、自助・共助・公

助ということなんですけれども、多分私のところで、地区懇談会の中で、皆さんからご

意見をいただいたのは、多分地域の方たちが何もせずに、私のところに相談ということ

ではなくて、多分地域ごとにいろいろやることはやっているんだけれどもなかなか手が

届かないというところでの相談なのかなあというふうに私、受け止めておりますので、

多分、ただ、今議員におっしゃっていただいて、すごくね、ありがたい、その自助・共

助ということで、まずは自分たちでやることをやって、町のほうでというところなので、

町としてもですね、全てが全てすぐに全てに対応できるということはまず不可能だと、

結構ですね、今回の要望もですね、重なっている部分もありますが、もう本当に相当数、

１７地区だけでとんでもない数の意見、要望、提案、いろんなことをいただいておりま

すので、これをですね、各地区でも一番最初に挨拶のときに、ちょっとこう言わせてい

ただきましたが、話させていただきましたが、まずできるところから一歩ずつ進めさせ

ていただければと、ですので、本当にじれったく感じる部分も町民にとってはですね、

あるのかもしれませんが、こちらのほうで、その優先順位といいますかですね、全てま

ず、スタートラインに立って全部をチェックをさせていただいて、それで、その中から
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少しずつやれるところから進めさせていただき、皆様の協力をいただけるところは、協

力をいただくような形で進めていければというふうに思いますので、その辺ですね、ご

協力をよろしくお願いしたいというふうに思います。議員各位にもよろしくお願いでき

ればと思います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。それは非常に分かるわけですが、懇談会をして皆さんのお声を

聞きますというふうに言って始まったわけですが、やはり私は、自助・共助の考え方が

やはり少しずつ少しずつ違ってきているんじゃないかというふうに、この頃捉えており

ます。ですので、町長はこれは自分たちでやってもらえないか、これはその地区で何と

か相談をして、組織をつくってもうまく運営することを考えてもらえないかというふう

なことを逆に投げ返すことは考えていないのかどうか、そのことについていかがでしょ

うか。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。各地区に対する各住民に対するお願いといいますかですね、協力

要請というのは、常々区長さんを通じたり、いろいろな形でやっているというふうに感

じております。そこのところ、やはりどうしても高齢化が進んだことによって、今まで

のような体制が取れなくなってきている部分もありますと思いますので、ただ、町とし

てもですね、やっぱり限界というのがあります。その中でとにかくできるところから少

しずつでもやっぱりやっていかなくてはいけないのかなというふうにはこちらでも思っ

ております。さっきも言いましたようにですね、ですからスピード感なり何なりの部分

で、住民の方もちょっとじれったく思う部分もあるかもしれませんが、その辺はご理解

をいただいてご協力をいただければというふうに思います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。今回の懇談会で要望があったことをいわゆる聞いて、それをあ

る程度まとめて、それを、各行政区の区長に返すというふうなことですが、懇談会に出

て意見を言った人は、それがストレートに質問して、ストレートに返った部分もあると

思いますが、持ち帰って検討しますというふうなところはいわゆる間接的にしか返って

こないわけですね。としたときに、マイナス効果が出てこないのかどうかについてはい

かがでしょうか。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。一人一人返してもいいんですが、区長さんを通じて、まずお答え

をさせていただきますという形を取らせていただきましたので、それに対してその先、

結局ですね、その先でまた疑問を感じた場合は、担当課のほう、結局、皆さんにもちゃ

んと担当がどこかということも分かると思いますので、そういう場合にはあそこに連絡

をいただければ、説明に上がりたいというふうには思います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。そういうふうなお考えがあるのであればきちっと今後ですね、

町民の方々にも、このことについて不明なこととか疑問があれば、町長室にお尋ねくだ

さいとか、何々課にお尋ねくださいとかというふうなことをきちっと公開すべきだと思

いますがいかがでしょうか。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。そういうつもりで今まで懇談してきたつもりなんですが。はい、

ですからまず、何か疑問があれば、その返事に対してですね、何か疑問があれば、担当

課のほうに連絡なり何なりしていただければいいかというふうに思います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。この３番目のことについて、最後です。 

      今回ですね、１７会場、大体同じメンバーが回って、いろいろなことを感じてきたと

思いますが、残りの何地区かもし開催されるとすれば、若い職員も同席させて、町の状
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況を見聞させるというふうなことを考えることは可能かどうかについてだけ、３番目に

お聞かせいただきたいと思います。 

町長（橋元伸一君）はい、議長。その人選についてはですね、やはり即答できないことのほうが多

いですけれども、できるだけそこで回答できればということで、課長を一緒に同席させ

ておりますが、一部地域からもですね、あまりにもこちら職員が多過ぎても、何ていう

んですかね、こう構えてしまうのでということもいただいておりましたので、こちらと

してもいろいろですね、地域の方たちにプレッシャーをかけないような形で何とかでき

ればというふうな形で今人選をしながら、各地区、さっきも言いましたが、沿岸部、中

間部、それで山間部と言いますかね、大体こう分かれるんですけれども、そこによって

やっぱりその悩みや相談事も違ってきますので、その状況によって担当課を少し何人か

替えてですね、それで伺っているところでありますので、先ほども言いましたようにそ

の場で即答できることのほうが少ないもんですから、区長さんを通じて回答をさせてい

ただければということで進めさせていただいておりました。先ほども議員から提案いた

だきましたようにですね、そのことについてそこで終わりではなくてですね、疑問があ

ればどういう形でも結構です。その疑問を持った方がやりやすい方法で、担当課に連絡

いただいてもいいですし、区長さんを通してお尋ねをいただいても結構ですので、そん

な形でやっていただければというふうに思っております。 

                                             

議 長（菊地康彦君）よろしいですか。それではここで暫時休憩といたします。再開は１１時１０

分、１１時１０分といたします。暫時休憩。 

午前１１時００分 休 憩 

                                             

午前１１時１０分 再 開 

議 長（菊地康彦君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）傍聴者の方に申し上げます。傍聴席でのですね、私語が気になるという方も

ございますので、傍聴席においての私語はですね、慎んでいただければというふうに思

います。よろしくお願いいたします。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。大綱２について再質問をいたします。 

      回答によりますとですね、タクシーチケットについては検討したところ、あくまで現

時点での考えだけれども、導入を見送りたいというふうな回答があったと思いますが、

令和５年１１月１７日の全員協議会資料の中には、町民バス、４の町民バス等見直しに

ついての中に、いわゆるタクシーチケットについてのことがあったわけですが、その後

我々への資料の後に検討して、このタクシーチケットについて見送ったのだろうと考え

るわけですが、なぜなのか分かればお答えください。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。担当課長のほうより説明させたいと思います。 

町民生活課長（鈴木宏幸君）はい、議長。では、お答えいたします。 

      タクシーチケットに関しましては、今、議員からもお話しありましたとおり、一つの

手段として、検討の一つということで含めて検討をしてまいりました。全員協議会でお

示しした時点で、幾つかのパターンでもって検討しているということで資料をお示しし

たところでございまして、例えば、町民バス、路線バスとデマンド型乗り合いタクシー
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の組合せ、これ、今と同じですけども、ですとか、その中で町民バスとタクシーチケッ

トの組合せ、こういったことも検討しましたということでお答えをしたところです。あ

くまで現時点の考えではということになりますが、今回、タクシーチケットではなくて、

デマンド型交通の利便性の向上というものを高齢者の対応としては取っていこうと、ま

ずそれについて詳細検討してみましょうというようなところでございます。まだ必ずし

もそれで行くと決定したわけではございませんので、検討していく段階でちょっとやは

り無理があったというようなことで、タクシーチケットに話が戻らないとはまだ限らな

いわけですけれども、現時点の考えとしては、タクシーチケットではなくてデマンド型

の向上ということを考えています。 

      その理由ということでございますが、まずタクシーチケット、デマンド型どちらも長

所と短所がございます。タクシーチケットの場合につきましては、今、デマンド型乗り

合いタクシーにいただいているご要望の中で、例えば行きと帰り、自分の時間で動きた

いとか、あとは自己負担してもいいので町外まで行きたいとか、そういった部分につい

て対応ができるのではないかというようなことで、最初、タクシーチケットも考えたと

ころではございます。 

      一方、現行で既に導入しているデマンド型との比較で考えますと、デマンド型乗り合

いタクシーは、町内のご自宅から町内の目的地まで、どこまで行っても一律３００円で

ということで運行しております。一方でタクシーチケットですが、通常ですと初乗り料

金分ぐらいを１回当たり補助するわけですが、例えば町境からつばめの杜、山下駅前で

すね、このあたりまで来るのに千五、六百円かかるということですので、自己負担が現

状使っている方にしてみれば３００円からそうですね、七、八百円、九百円ぐらいに増

えてしまうというような可能性も考えられますと、あと、タクシーチケットに関しまし

ては、現在、国とか県の財政支援がなく、町単独でもってその費用でもって行わなけれ

ばならないというようなことが、等がありましたので、あくまで現時点では、まず、デ

マンド型交通の利便性向上の詳細を考えてみようというようなことになっているという

ことでご理解いただければと思います。 

      以上でございます。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。今担当のほうから回答がありましたが、いわゆる居住地からの

距離によって払う金額が違う、他市町村では、ですからその距離によっていわゆる支援

する額も違う、差をつけているところもあるわけですが、そのことについては考えたの

かどうか。 

町民生活課長（鈴木宏幸君）はい、議長。そうですね、他市町村、県内の自治体でも中心市街地と

いうものを１個決めて、そこからの距離に応じてタクシーチケットの配付の額とか、そ

ういったものを決めているという事例については、ご紹介もいただきましたし、情報を

得て検討はしたところです。 

      しかしながら、一旦、全体の検討する中で、まずはデマンド型の利便性の向上をちょ

っと詳細を考えてみましょうということになった段階ですので、ちょっとそのタクシー

チケットの詳細について検討したということは、今のところまだございません。 

      以上でございます。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。回答の中に、（仮称）デマンド型乗り合い町民バスの運行という

ふうなことがありますが、私なりにこれは解釈したんですが、例えば今の町民バスより
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ももっとコンパクトにして９人乗りとか、６人乗りとかというふうな考えなのか、その

辺をこの（仮称）デマンド型乗り合い町民バスっていうのは、現在の町民バスではない

ですよね、仮称ですから、変更するわけですから、その辺の考え方はいかがなんでしょ

うか。 

町民生活課長（鈴木宏幸君）はい、議長。こちらもですね、まだ詳細詰めている、考えているとこ

ろではございますが、もしこの、仮にこの案でいくというところの現時点の考えでは、

まず車両につきましては１０人乗り程度のもので対応しようと。あと今、バスとデマン

ド型乗り合いタクシーと時間重複して併用運行をしているという関係で、運転士も倍の

人数必要ですし、その分人件費もかかっているということ等がありますので、今考えて

いる案としては、重複しない形での１つのバス運行事業という形で考えている。そうい

ったことから１０人乗りですので、バスというか、ワゴン車的な形にはなりますけれど

も、一応バス事業として展開していくという意味合いで乗り合い町民バスというような

仮称をつけているということでございます。 

      以上でございます。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。どのような形で進めていくにしろなかなか大変だろうというふ

うに思われますし、どこの市町村でもこのことについては非常に頭を悩ませていること

だろうと思いますが、我が町では新しい計画で何年度から運行しようというふうに考え

ているのか、多分令和６年度からというふうな計画にはありますが、それが本当に可能

なのかどうか、そのことについてはいかがでしょうか。 

町民生活課長（鈴木宏幸君）はい、議長。新運行体系の開始時期でございますが、一応目標として

は、令和６年度中後半ぐらいにできればとは考えております。ただ、先ほど来、ご説明

したとおり、今、第１案といいますか、お勧めの案に詳細を検討していくというような

段階ですので、ちょっと詳細を検討してみて、あと交通会議ですとか、議会の皆さんか

ら、ご指摘をいただき、心配な点、懸念な点等が解消できれば、この案でいけるとは思

いますが、もし、やはりそれではなくてという検討のし直しだとかですね、あと物理的

に車両が手に入るのかとか、そういったことがありますと延びる可能性がございます。

ただ、現在の目標としては令和６年度中に何とかしたいというようなことで考えており

ますが、そのあたりさきの全員協議会でもご説明いたしましたとおり、別途時間をいた

だいて、詳しくご説明なり意見交換を議会の皆さんともできればというふうに考えてお

ります。 

      以上でございます。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。これが決定するまでは現在の状況で決定されるまでですから、

やむを得ず運行するというふうなことだろうと思いますが、町長は先取りしようという

ふうなお考えはないのかどうか。例えばタクシーチケットが駄目であれば例えば別の方

法を考えるとかですね、何か住民サービスの先取りというふうなことを考えているかど

うかについてお伺いします。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。今現在ではですね、そのようなことをちょっとですね、できる

状況ではないというふうに判断をしたところです。議員がおっしゃるようにですね、待

っていただいている間、これまでももう今年始まって１年以上、１年といいますか、約

もう何か月か過ぎてるわけですけれども、この間も含めて、結局なかなか満足いただい

ていないところに対しての多分先取りというところだと思うんですね、その次が出るま
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での間の何かサポートをしたらいいんではないかというところだと思うんですが、それ

も含めて検討はさせていただいたんですが、現状のところでですね、まずはその新しい

ほうをとにかくできるだけ早く進められるように中身を決めていこうというふうになり

ましたので、その辺をですね、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。２点目の運転免許証返納者とそれから、家族介護者の専用パス

とかについてでありますが、免許証返納者は１年間無料、それからその後７５歳に至る

まで半額というふうなことがありますが、このことについて拡充しようというふうなお

考えはどのようにお考えでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。この辺についてもですね、やはり大事なことだというふうには

思っておりますので、ただ、今中途半端な段階でですね、やるんではなくて、新たな段

階で、結局その新たなシステムをスタートする段階で、ある程度この辺も含めてどのよ

うにしていくか決められればというふうに思っております。先ほども言いました前取り

して、ここの部分だけじゃあこういうふうにしましょうというところはですね、今回は

ちょっと見送りをさせていただきたいというふうに思います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。分かりました。 

      それでは、大綱２の（２）社会福祉協議会の支援内容についてでございますが、いろ

いろ調べてみますと、社会福祉協議会の年間の予算とか、収入とかについてはそんなに

下がってきたり、先細りしているわけではないし、会費収入とかですね、寄附とか、経

常経費等々見ても、そのように極端な減少があるわけではありませんが、回答にもあり

ましたように、人件費の高騰とかですね、それからいろんな要素があって、社会福祉協

議会でも中身の検討をしなければならないなどというふうな事態が迫っているやに伺っ

ております。 

      それからもう一つは、町からの委託事業が減るわけでございますね、そうなればやは

り収入が減ってくるわけですが、調べてみたら、この社会福祉協議会で受け持っている

事業は社会福祉事業から災害時のボランティアのためのセンターの設営とかまで幅広く

大きな分野を担っているわけですが、やはり町に対する貢献というのは非常に大きなも

のなのかなと思っています。逆に会費を取っているからというふうなお考えをお持ちの

方もおるかもしれませんが、それだけじゃないのかなと思っているわけですが、町長は

このことについてはいかが考えておりますでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。社会福祉協議会はですね、やはりその名前のとおりですね、町

内の福祉関係、なかなか町のほうでちょっと手の届かないところなんかを補っていただ

いておりますので、本当に重要な団体であって、町としてもですね、それなりにやっぱ

り支援をしながらですね、町のほうでできないところをいろいろやっていただきたいと

いうふうに思っております。今回も先ほどの回答にですね、回答でも申し上げましたと

おりですね、社会福祉協議会のほうからもですね、その要望書をいただいておりますの

で、町としてですね、今の運営状況なんかもちょっと精査をさせていただいて、回答で

も言ったようにですね、何らかの事業ですね、委託も含めて、あと支援も含めてですね、

こちらのほうで今後ですね、来年度に向けてちょっと協議をしていきたいというふうに

は思っております。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。いろんな観点、いろんな方向からこのことについてはもう 1 回

見直しをしていただいて進めていっていただければと思います。 
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      大綱３に移ります。感染リスクが高い方への感染症、いわゆるインフルエンザワクチ

ンの予防接種の支援についてでありますが、先ほどもありました、回答にもありました

勧奨とかですね、いろんなことありますが、基本的には任意でございます。それで調べ

てみましたら、中学３年生と妊婦さんについては予防接種をあれしていますが、そのほ

かいろんな形でありますが、問題はですね、中学３年生が１人いたとしても、その家族

がどうなっているか、いわゆるその小さな母体で免疫がなければやはりインフルエンザ

が流行してしまう、学校でも同じだろうと思います。 

      そのようなことからいろんなニュースや何かを見たり聞いたりしていると、今年非常

に増えているというふうなことですが、学校は蔓延すれば、学級閉鎖とか、学校閉鎖と

いうふうなことになるわけですが、そのようなことを防止するためにも先取りをして、

町で小学生は全員とか、希望者ですが、には全員無償でやるというふうなことをこれか

ら考えていけないかどうか、このことについてはいかがでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。今回ですね、インフルエンザワクチンということでご質問があ

ったわけですけれども、皆さんご存じのとおりですね、コロナについても来年度からは

ですね、有料になるやのように進んでおりますので、そういうふうなところも含めてで

すね、今後やっぱり何らかの検討はしなくてはいけないのかなというふうには思ってお

りますが、ただ、今現在のところですね、先ほど回答したようにですね、今やっている

制度の中でのその支援にとどまっているわけですけれども、伊藤議員から今ご提案があ

ったようにですね、今後の課題としては考えてはいかなくてはいけないのかなというふ

うには私も考えているところではあります。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。小学生や中学生、それから高齢者のほかにその家族、特にです

ね、それらに関して、乳幼児保育や学童保育関係者、この辺もですね、含めて役場の窓

口対応するような職員の方々にも支援をして私はしかるべきではないかと思っておりま

す。確かに共済組合からの支援があるとか、互助会からの支援があるというふうなこと

ですが、それはあくまでも希望者であって、希望しない方は受けなくても、受けないと

いうふうなことになると思うし、例えば１人１，５００円かかるとすれば、子供から大

人まで数えてみたら、５人いたらどのぐらいかかるかというと大分かかるわけですね。

町内っていうか、郡内でやればそのうち全額あれになるところもありますし、返ってく

る部分もあると思いますが、そういうふうなことではなくて、安心安全を考えたときに、

例えばクラスの８割の子供たちが予防接種をしているとなれば、もっと違った安心感が

生まれてくるのではないかと思ったり、窓口で仕事をしている方々も重症化しないため

の予防があくまでも目的ですが、そのようにワクチンを接種しておけば安心が生まれて

くるのかなと思ったりしているわけですが、そういうふうなことについての町長の考え

はいかがでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。今、貞悦議員のほうからですね、伊藤議員のほうから、窓口と

か、学校の先生とか、職種もですね、限定して支援のことについての質問でございます

が、その対象者をどこにするかとか、そういうことも今後の一つの課題ではないのかな

あと思いますので、町としてどこまで支援をするか、そして支援ができるかというとこ

ろもありますので、予防注射についてはですね、言われれば、本当に子育てするならと

か、いろいろ言っているわけですから、そういうことも含めて突き詰めていけば、あれ

もこれもというふうにいろんなところにどんどんとなってしまいますが、それをするに
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してもですね、それなりの費用もかかりますので、どこの部分に、どの辺、どの程度ま

で町として支援ができるか、その辺はですね、今後のやっぱり検討課題なのかなあとい

うふうには思います。あとは職種ですね、どの、どの対象者をどういうふうにするかと

かですね、その辺も周りとのバランスと、周りというのは庁内ですね、ほかの仕事をし

ている方とのバランスというものがありますので、あれもこれもなると全員にどんどん

なっていく部分もありますので、その辺も含めて、今後の検討課題ではないのかなとい

うふうには思っております。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。以上で一般質問を終わります。 

議 長（菊地康彦君）７番伊藤貞悦君の質問を終わります。 

                                             

議 長（菊地康彦君）２番髙橋眞理子君の質問を許します。髙橋眞理子君、登壇願います。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。６番髙橋眞理子でございます。失礼いたしました。（「落ち着

いて大丈夫ですよ」の声あり）それでは、令和５年第４回山元町議会定例会におきまし

て一般質問を行います。大綱２件、細目６件についてです。 

      大綱１は、住むならやっぱり山元町のマイホーム取得支援などについてです。 

      移住定住支援補助事業が令和７年３月３１日までとなりました。支援を得た若い世帯

の方たちなどの新築した家が、作田山団地や太陽ニュータウンには多く見られます。こ

の２つの団地内やほかにもまだ空き地や空き家があり、移住者などが、移住者などを呼

び込める、呼び込めることができることが期待されます。しかし一方では、町内各所に

雑草や枯れ草などが繁茂したまま放置され、管理されていない空き地や空き家が散見さ

れます。これは美観を損ない、団地などや町のイメージダウンにもつながることから、

次のことについて伺います。 

      細目１、空き地対策についてです。 

      近隣住民からの苦情には、先方が対応しないなど限界が見られますが、空き地に繁茂

した雑草などの除去に関する条例などを制定している自治体もあります。本町でも検討

する考えはないか。 

      細目２です。この空き家対策についてです。 

      １、空き家対策が、空や家等対策が進められている現在の進捗状況について伺います。 

      そして２つ目は、空や家等対策の条例制定について、令和５年度に対応を検討すると

していますが、空き地対策と併せた条例制定の考えはないでしょうか。 

      そして３つ目です。新たな移住・定住支援事業として空き家の家財を持ち主と一緒に

片づける空き家片づけ隊プロジェクトなどは、移住者の住まいの受皿や、受皿を増やし、

そして、空や家等対策の一環として考えられますが、取り組むお考えはありませんか。 

      次、大綱２です。洪水や土砂災害時などにおける山間部の対策や森林の保全・整備な

どについて町面積の３割が阿武隈高地などで、その山の多くは民有林ですが、その大部

分が森林の循環利用が図られていません。 

      昨今、局地的豪雨などで、どこでも災害は起こり得ると言われ、本来の森林の果たす

役割に声を上げる研究者も多いです。山地災害防止並びに森林資源の有効活用などを通

し公益的機能循環を考慮した取組が必要と考え次のことについて伺います。 

      細目１、県の管理する治山ダム、防災ダムなどの所在の管理やパトロールなどについ

て、町と県はどのような体制を取っているのでしょうか。 
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      そして細目２、令和元年から全自治体に森林環境譲与税が譲与されています。これは

森林の整備の促進に関する施策等に要する費用に充てなければならないとされています

が、本町では森林環境整備基金として積み立てたままです。これは今後の取組について

伺うものです。 

      そして細目３、適度な間伐などで持続的な森林を維持する自伐型林業というものがあ

りますが、こちらに注目する自治体や団体が増えてきています。そういった事例や山林

の整備や活用などを目的とするＮＰＯ法人や地域住民などと森林所有者を町がつなぐと

いう取組を図る考えはないでしょうか。 

      そして、細目４、地域住民や交流・関係人口を生かし森林環境ボランティアの育成支

援の取組を図る考えはありませんか。 

      以上、大綱２件、細目６件について私の一般質問とさせていただきます。 

議 長（菊地康彦君）町長橋元伸一君、登壇願います。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。高橋眞理子議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、住むならやっぱり山元町のマイホーム取得支援等についての１点目、空き

地対策のうち、空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の制定についてですが、近

年、適切な管理が行われていない空き地等に雑草や樹木が繁茂し、周辺の生活環境に影

響を及ぼしているとの声を多く伺っており、特に今年の夏は顕著であったと認識してお

ります。現在、雑草等が繁茂し、生活環境に影響する空き地の情報をいただいた際は、

職員が現地確認の上、所有者等を確認し、山元町空き地の雑草除去に関する指導要綱に

基づき、指導や助言を行っておりますが、対応いただけないケースもあり、町としても

対応に苦慮しているのが実情であります。 

      また、空き家等につきましては、国が空家特措法に基づく各種制度を整えております

が、空き地については、現在のところ、全国的な法令や制度の整備を行われておらず、

各自治体が独自に対応せざるを得ない状況と認識しております。そうした事情から、実

情から、独自に条例を定め空き地対策に取り組む自治体もあると伺っておりますが、本

町の要綱と同様に、勧告でとどめているものや、一部では、代執行まで踏み込む条例を

制定している自治体もあるなど、内容は様々であります。加えて私有財産に関わること

でもあり、慎重に検討する必要があると考えておりますので、まずは現在取り組んでい

る空き家等対策に注力し、その後に、空き地対策について、先行事例等を研究してまい

りたいと考えております。 

      次に、２点目、空き家等対策のうち、空き家等対策の進捗状況についてですが、現在、

町が所有する情報や、各行政区長の協力を得て入手した情報に基づき抽出した調査対象

家屋等について、現地調査を終え、そのうち空き家等と推定した建物所有者に対するア

ンケート調査の準備を進めており、近々調査票を発送する予定としております。 

      また、空家特措法に基づく法定協議会として、行政区長代表や有識者で構成する山元

町空き家等対策協議会を設置し、先月２４日に第１回の会議を開催したところでありま

す。今後、取りまとめた空き家等、空き家等候補の情報や、所有者意向調査の結果を踏

まえて計画素案を作成し、協議会のご意見等もいただきながら、年度内に空き家等対策

計画をまとめる予定としております。 

      次に、空き家等対策と空き地対策を併せた条例の制定についてですが、空き家等対策

につきましては、今後適切に管理されていないいわゆる特定空き家に対する代執行の可
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能性や、移住定住対策としての有効活用の推進等を見据えると、条例の制定が必要と考

えております。 

      一方、空き地対策の条例制定につきましては、早期に対応したい、したいとは考えて

おりますが、さきの回答でも申し上げたとおり、法的根拠や対象とする空き地の定義、

対応基準、対応に係る財源等、慎重に検討すべき部分もあると考えますので、まずは、

空き家等対策を優先しつつ、空き地対策についても、先行自治体の事例を研究してまい

りたいと考えております。 

      次に、空き家片づけ隊プロジェクトへの取組についてですが、県内北部の自治体では、

人口減少に比例して増加する空き家を、空き家片づけ隊の隊員が空き家の家財等を所有

者と一緒に整理し、移住者向け賃貸物件等に活用する取組を行っている事例があり、そ

の取組については、同時に移住者を呼び込み、定住の促進と空き家対策の相乗効果が期

待されるものであります。 

      町といたしましては、移住・定住支援分野が抱える諸問題に取り組むべき優先順位を

整理しながら、現在策定中の空き家等対策計画の調査結果を基に空き家を地域資源とし

て位置づけ、その有効活用と好循環が図られるよう調査研究してまいります。 

      次に、大綱第２、洪水や土砂災害等における山間部の対策や森林の保全整備等につい

ての１点目、治山ダム、砂防ダム等の管理における町と県の体制についてですが、本町

には治山ダムが４２基、砂防ダムが３３基設置されており、それぞれ県が管理をしてお

ります。県では、これらの施設を定期的に巡回しており、また、町は、大雨などにより、

流木や土砂が堆積した場合、県へ連絡を行う体制を整えております。特に砂防ダムにつ

いては、毎年６月の土砂災害防止月間に合わせ、土砂災害警戒区域等の点検パトロール

を町、県、砂防ボランティアなど複数で実施しております。 

      次に、２点目、森林環境譲与税の今後の取組についてですが、本町における森林環境

譲与税の譲与額については、令和４年度末時点で累計１，０５０万円であり、この間、

民間団体の森林整備事業に対し補助金を交付した以外は、森林環境整備基金への積立て

を継続しており、令和４年度末時点での基金残高は約９７０万円となっております。 

      森林環境譲与税の使途については、間伐等の森林整備に関する施策をはじめ林業の担

い手確保や木材利用の促進等の施策に充てることとされていることから、町といたしま

しては、今後、森林の持つ多面的機能が十分発揮されるよう、森林の保全育成の推進に

向け、使途目的に合った効果的な活用方法を探ってまいりたいと考えております。 

      次に、３点目、自伐型林業等に取り組む団体や住民等と森林所有者を町がつなぐ考え

についてですが、林業については、森林所有者が森林組合や伐採業者等に施業を委託す

る施業委託型林業が主流ですが、近年、ＮＰＯ法人等の多様な担い手が森林所有者の委

託を受け、比較的小規模に施業を行う自伐型林業の取組が注目されております。自伐型

林業は小規模な機械を用いるため、初期投資が抑えられるなど参入のハードルが比較的

低く、多様な担い手による地域活性化等も期待される一方、森林所有者との合意形成や

事業採算性、さらには従事者の技術習得等が問題であると捉えております。 

      町といたしましては、自伐型林業が森林整備の有効な手法の一つと認識しているもの

の、森林所有者の同意を得ることが前提の取組であることから、まずは森林所有者への

意向を確認する必要があり、その上で対応を検討すべきと考えます。 

      次に、４点目、森林環境ボランティアの育成支援の取組を図る考えについてですが、
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森林環境ボランティアは自主的に森林を整備する活動であり、森林の有する多面的機能

の大切さを伝える役割を果たしていると認識しております。町内では現在、海岸防災林

等の再生において、ＮＰＯ法人や民間団体の参加、協働による森林づくり活動が実施さ

れております。町といたしましては、森林や林業に精通した地元のボランティア育成の

ため、県の指導員養成講座の周知を図りながら、その後の組織化や、地域住民や町とつ

ながりのあるボランティア団体等への情報提供を行うなど、橋渡し役に努めてまいりま

す。 

      以上でございます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）ここで暫時休憩といたします。再開は１３時５分、１時５分であります。暫

時休憩。 

午前１１時５０分 休 憩 

                                             

午後１時０５分 再 開 

議 長（菊地康彦君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）先ほども傍聴人のほうにお願いをしておりますが、傍聴をしている際には、

私語を慎んでいただければと思います。先ほど傍聴人からの苦情がこちらに来ており

ます。ぜひご理解いただきながら傍聴をお願いします。 

       なお、議長の命令に従わないときは地方自治法第１３０条第１項の規定により、退

場を命じますので、念のため申し上げておきます。 

議 長（菊地康彦君）２番髙橋眞理子君の再質問を許します。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。それでは、大綱１、住むなら、住むならやっぱり山元町のマ

イホーム取得支援などについての再質問です。 

      移住・定住支援補助事業が功を奏し、若い世帯などが新築した家などが多く見られま

す。特に作田山団地や太陽ニュータウン内に多く見られ、住民からも、若い家族が増え

た、子供の数も増えにぎやかになったといううれしい声が聞かれます。私の住む浅生原

区の１０月に開かれた秋祭りには、町長にもお越しいただきましたが、参加された子供

たちも多かったので驚かれたのではないでしょうか。元気な子供たちの声、喜んでいる

姿はうれしいものです。太陽ニュータウンからの初めて参加する親子たち、親子連れの

方が何組もいました。 

      そこで、細目１の空き地対策についてです。 

      作田山団地や太陽ニュータウンを例に挙げても、まだ空き地がありますから、令和７

年３月３１日までの町の移住・定住補助事業に２つの団地は大いにＰＲできると考えま

すが、その空き地の現状ですが、草がぼうぼうと繁茂して管理されていない土地も見受

けられます。これではイメージダウンではないでしょうか。この太陽通信という新聞を

発行している、これは副区長が発行されている太陽通信、太陽ニュータウンのことにつ

いての新聞なんですね、通信、これは毎月出されています。回覧として出されているん

ですけれども、目にとまっているんですけれども、ここにはですね、これは９月２０日

なんです。この１０月１日に区内一斉清掃があったんですね、それのお礼としてですね、

一斉清掃、草刈り作業のご協力ありがとうございましたと、皆さんのご協力のおかげで、
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見違えるほど歩道がきれいになりました。しかし、正直なところまだまだ人手が足りて

いない状況です。この美しい状態を維持管理するためには皆様のご協力が必要です。そ

して、きれいな住宅街、憧れの太陽ニュータウンを目指して頑張りましょうとしてある

んですよ。 

      そして、ここには苦情とか困り事なども書いていましてね、例えばその何班の人がこ

んなことっていう例えば集積場の問題、指定日以外にごみが捨てられているとか、ある

いは猫のふん尿、犬のふん尿、あとは敷地に入ってくるこの木を切ってほしいとかって

いうようなこの苦情、困り事として、これテーマとしてね毎回載っています。ていうよ

うなこんなですね、一生懸命みんなでいい団地にしようというようなことが見えるわけ

です。 

      町も近隣住民からの苦情対応に、そして所有者への対応に苦慮しているのは重々分か

るのですが、隣の住民は特にぼうぼうの草を刈ってきれいにしてほしいと切望している

んですね。全国的な問題だからと、町も苦慮していると言って済まされない問題ではな

いのでしょうか。この私有財産に関わるというふうな先ほどのお答えありましたけれど

も、これは条例を出している自治体も、半分までいかない、いかないと思うんですけれ

ども、出しているんですよね、制定しているんですよね。 

      これは茨城県古河市の例を述べますと、こちらの条例には、こんなふうに入れている

んですね。憲法２９条（財産権の保障には反しない）という文言を入れているというケ

ースもあります。 

      次の、空き家等対策についてのご回答の中にありました空き家等対策の条例制定は必

要と考え、空き地対策の条例制定は早期に対応するとのご回答でした。 

      お聞きします。町からの指導や助言に応じない土地の所有者はどれぐらいの人数がい

らっしゃるのでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。担当課のほうより回答させていただきます。 

町民生活課長（鈴木宏幸君）はい、議長。こちらの町の指導要綱に基づく通知、件数になりますが、

令和５年度に関して言いますと１１月末現在にはなりますけれども１２６件、これはで

すね、１件に対し複数回通知したものも含めてですので、イコール箇所数ではないんで

すが、延べ通知件数が１２６件となっております。参考まで令和４年度、昨年度につい

ては３８件、令和３年度に関しましては６０件というような通知件数、延べ通知件数で

ございました。 

      そのうち、確認できる限りではありますが、対応していただけなかった件数、これち

ょっと逆からいきますが、令和３年度につきましては４件、令和４年度につきましては

５件という状況で、ほとんど対応はいただいている状況ではございますが、今年度につ

きましては、これはですね、対応したかどうか確認できないものも含めてなんですけれ

ども７６件が未確認と、対応の未確認というふうになっております。件数も含めてです

が、今年度に関しては、特異な状況というようなことが言えるかと思います。 

      以上でございます。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。今お答えにありましたように、結構な件数なのだなと思いま

す。そして先ほどの伊藤議員へのご回答で町長おっしゃっていましたけれども、本当に

たくさんの数があるということは多分、懇談会の中でも町長、実感して、されていると

思います。ただ、土地に関しては、その空き地に関してはまだ条例を制定してないとい
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うところが多くの割合として見られますから、今後の課題だということで、でもですね、

このぼうぼうの草を刈ってきれいにしてほしいと思いながら毎日を送っていらっしゃる

その近隣の住民の方の気持ちを酌んで、ご回答にもありましたように、先行事例などを

研究して、早期に対応されるということですので、要望いたします。 

      続いて、大綱１の２の、次の細目２の空き家対策、空き家等対策についてです。 

      空き家等対策計画が年度内にまとまるということを確認いたしました。その後、最終

的には、空き家の有効活用計画などに向けての話合いが持たれていくのだと思います。

今後増えると予想される空き家活用、空き家の活用には、町長は今のところどのように

お考えでいらっしゃいますか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。空き家についてはですね、まずは、まず一番最初にはですね、

周りにまず迷惑をかけているですね、空き家が出ていないかというところがまず一番最

初かなと、そのあとですね、現状で建物を修復して使えるとか、そのままの状態で使え

る家に対してですね、その持ち主の方との協議もありますけれども、その意向もありま

すけれども、町のほうが間に入ってですね、借りたい人、貸したい人、売りたい人、買

いたい人、そういうところの間に入って、１件でも多くですね、定住促進につながった

りとかですね、そういうところに使えれば、先ほど髙橋議員のほうからですね、その空

き地に対しても、空き家に対してもですけどもね、やっぱり町のイメージダウンになる

んではないかというふうなところをいただきました。そこまでイメージダウンになるよ

うなね物件とか、そういうところに関しては、できるだけ有効活用をして、町のために

ですね、あとその持ち主なんかにもご協力をいただいてですね、そういうような形で空

き家バンクやなんかにですね登録をいただければ、こちらのほうでも対応してですね、

使いたい方を間に入って探すということもできますので、そういう形で進めていければ

と、１件でも多くですね、空き家をなくすように何とか努力していければというふうに

は考えております。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。全国的にもと言えると思うんですけれども、空き家にして、

空き地に対しても空き家に対しても非常に問題を抱えている自治体、ほとんどだと思わ

れますね。そしてその空き家が特定されてということになったときにですね、特定空き

家ですとか、そんな問題のある空き家などが、そしてそのあと活用ってなったときには、

全国でもたくさんの例が出ています。それを見ることもできますよね。ですので、そう

いったこともご参考にしながら、ぜひ、活用を図っていただきたいというふうに考える

わけです。 

      この移住・定住支援事業として、この空き家片づけ隊プロジェクトというようなこと

の取組についてでございますが、本町では山元町空き家家財道具等処分支援事業として、

空き家を売却、賃貸する際に発生する家財道具処分費用の一部を補助していますが、空

き家が放置されないように売却、賃貸を進める際に、この片づけを手助けするというこ

の空き家片づけ隊というものがしている自治体もあるんですね。これは面白い取組だな

と思った次第です。これは手放したいと考えている、家を手放したいと考えている所有

者が片づけを重荷に感じていたとしたら助かりますし、空き家対策の一環として考えら

れると思うのですが、ご回答にありましたように、これは県北の自治体で、地域おこし

協力隊のメンバーが行っている取組です。これは県北のみならずほかにも全国的にもあ

るんですけれども、こういったね、地域おこし協力隊なども活躍しているという一面も
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見るんですけれども、とにかくですね、空き家等対策計画の調査結果が年度内にまとま

ることを受け、移住者の住まいなどに空き家が有効活用されるよう要望し、期待いたし

ます。 

      それでは、続いて、大綱２の再質問に入ります。 

      大綱２は、洪水や土砂災害時に、土砂災害、土砂災害時などにおける山間部の対策や

森林の保全整備などについてです。地球温暖化によると言われる異常気象、明日までと

なりました国連気候変動条約に関する国際会議ＣＯＰ２８では、地球観光、地球環境を

守る気候変動対策として、この温室効果ガス、主にＣＯ2 削減、脱炭素社会、再生可能

エネルギーなどに向け宣言されました。この日本の国土の７割が森林で、その森林は二

酸化炭素を吸収し、温暖化防止の役割を担っています。枝打ちや間伐、下草刈りなどの

手入れがされた環境で育った樹木はしっかり根を張り、保水性を高め、下に流れる河川

などの洪水災害を緩和したり、軽減することはよく知られています。災害に強い森づく

りとして森林管理の重要性を説く学者など専門家も多く、国では令和元年から森林環境

譲与税を各自治体に譲与しており、それを有効に使おうとする自治体が増えています。

日本、日本の林業については、昔は山持ちは金持ちと言われた時代もあったようですが、

外国材が使われるようになってから、林業も振るわなくなり、長い年月が経過していま

す。本町でも、かつては１８軒ほどの林業家がいらしたと聞きましたが、今や１軒のみ

となっています。 

      ４年前の台風１９号の豪雨で被害を受けた丸森町では、土砂崩れが発生したところは

皆伐され、木が切り倒されたところが多かったと言われ、山林の保全管理の重要性を改

めて感じた人も多かったと聞いています。最近は線状降水帯による水害が各地で頻発化

しており、国の水害調査によりますと、２０２０年、２０２０年までの１０年間に、水

害が１０件以上発生した市区町村、市区町村は全国でおよそ６割の１，００５の市町、

市区町村で、そして１回以上は９８パーセントの１，７００の市区町村に及ぶと言われ

ています。 

      地球物理学者の寺田寅彦は９０年前にこのような言葉を残しています。「天災ばかりは

その襲来を中止させるわけにはいかない。それだから国家を脅かす敵としてこれほど恐

ろしい敵はない」というふうに述べています。本町の洪水土砂災害の最重要課題の箇所

として、高瀬川、新田川、そして山寺川及び鷲足川排水路合流部などが挙げられていま

す。本町では洪水や土砂災害などの対策として、今年度、排水ポンプ車を購入いたしま

した。ハード面ではこれまでも排水路の改修や調整池の設置などを実施してきましたが、

改修してもその能力を上回る雨量には対応できていないのが現状と言えます。本町では

令和元年から１０年度の第６次山元町総合計画には、町の約３割を占める森林のその大

部分が、適切な経営管理が行われていないため、森林の保全、育成の推進を図ると述べ

てあります。 

      先日の地元紙ですけれども「冬の里山彩る手づくりの光」というこの大きな見出しで、

コダナリエのイルミネーションの写真が掲載されていました。この写真の美しさと冬の

里山の響きにほっとしましたが、ふと現実に戻って、洪水や土砂災害における山間部の

対策や川の上流方面にある森林の保全整備などは、重要課題の一つであるとして、今回

の私の一般質問といたしました。 

      では、細目１の再質問ですが、県の管理する町内にある４２基の治山ダムや３３基の
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砂防ダムについては定期的に巡回しているということでした。町は大雨などにより流木

や土砂が堆積した際に、県に連絡するといった体制が取られているということもご回答

でありました。特に砂防ダムについては、毎年６月の土砂災害防止月間に合わせ土砂災

害警戒区域などの点検パトロールを町、県、砂防ボランティアなど複数で実施している

とのご回答でした。 

      それでは、質問いたします。再質問いたしますが、この町では町内にある県管理の治

山ダムや砂防ダムの所在地など管理台帳などでは管理されていらっしゃいますか。お聞

きいたします。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。場所についてはですね、こちらのほうでしっかりと管理はして

おります。それ以上のこと、内容につきましては担当課のほうから説明をさせたいと思

います。 

建設課長（山本勝也君）はい、議長。まず、砂防ダムのほうにつきましては、管理台帳を実際作成

するのは管理している宮城県がつくっておりますので、その写しを町のほうにいただい

て、所在地だったり、そういうのを確認しております。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。治山ダムについてもですね、今の砂防ダムの建設課長の

回答と同様でですね、県と情報を共有して対応しているという状況です。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。分かりました。しっかり管理されていらっしゃるということ

が分かってほっといたしました。 

      次です。この土砂災害警戒区域が指定されておりますね。特別がついているところも

ありますが、これは強化して、この治山ダム砂防ダムなどは配置されているか確認いた

します。 

建設課長（山本勝也君）はい、議長。まず、砂防ダムが設置されているところは、砂防区域という

形で砂防の区域指定が出されています。その周りに土砂災害警戒区域というのを県のほ

うでまたさらに指定しているような状況になっています。 

      以上となります。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。はい、治山ダムもですね、県で流域をそれぞれ指定しま

して、その中で、治山ダムという役割を果たす砂防ダムとはまた違った役割を果たすも

のということで設置しているようです。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。ハザードマップ、土砂災害の洪水土砂災害のハザードマップ

には土砂災害警戒区域であるとか、土砂災害特別警戒区域などが記されていますよね、

表されていますよね、そういったところのやっぱりこの山のほうに治山ダム、砂防ダム

がね、しっかりと設置されているかなというのは非常にこれは重要なことかなと思われ

ますので、絶対安心ということはきっとないのだとは思うのですけれども、その辺は強

化されて配置されているかというようなことにおいては、多分返事は分かるような気が

いたしますので、ご回答は結構です。その辺はいずれきちっとこれからも管理、チェッ

クされて、していただきたいと要望いたします。 

      そして、次ですが、治山ダムや砂防ダムの増設箇所を、現在、町では要望していらっ

しゃるか。要望したり、あるいは庁内で県が計画で進めようとしている箇所などはお分

かりでしたら、あるいは把握してらっしゃるようでしたらお願いいたします。お聞きい

たします。 

建設課長（山本勝也君）はい、議長。まず、砂防ダムのほうにつきましては、一旦、砂防区域内の
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ところのダムの設置っていうものは計画が終わっていますので、新たな砂防ダムの計画

があるっていうことは聞いておりません。 

      以上になります。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。治山ダムもですね、今のところ新設というのは県のほう

からは伺っておりません。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。そしてこの治山ダム砂防ダムと砂防堰堤というこういう設置

もありますが、施設もありますが、山の斜面などから流出した土砂をとめ、一度に大量

の土砂が下流に流れ出ないようにする堰堤というものを要望している地域住民がいます。

これは上流からの水をパイプで引いて、農業用水などにも使っているのですが、近年続

いた豪雨で崩れかかっており、あるいは崩れている部分もあります。これは私も２年ほ

ど前に見ております。流れ方も変わってきているようです。これは土砂災害のおそれも

予想できます。問題は洪水となったときの影響が下流のこの本町の洪水土砂災害の最重

要課題の箇所として挙げている高瀬川、新井田川に及ぶ、先ほど山寺川及び鷲足川排水

路合流部などや、そしてため池などにも及ぶことが、これはハザードマップを照らし合

わせると分かるんですね。これは洪水土砂災害ハザードマップ、そしてため池ハザード

マップ、こちらをこうして重ね合わせてみますと、これがこの要所のところがこちらの

ほうに川に流れるっていうのは分かるんですね。これは先祖から、先祖から長年住んで

いらっしゃる地域の方たちは、地域のことはよくご存じです。そんな部分がある、そん

な危険が予想される箇所がほかにもあるかもしれないんですね。 

      この私がちょっと見せて、見たところは要望も出しているやにも聞いているのですけ

れども、この要望が出されたら、町ではどのように対処されるのでしょうか、お聞きい

たします。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。今、議員がおっしゃったようにですね、今、気候変動があって

温暖化とかでね、それで線状降水帯、これはいつどこで発生するか分かりませんので、

ここだけということではなくて、本当に微妙な差でいつどこで何が起きるか分からない。

ですから、今日ご質問いただいた、治山、そして砂防、いろいろ今、山元町だけでなく

てですね、近隣自治体ではそういうふうな被害が相当出ておりますので、いろんな県な

り国のほうの会合に行きますと、そういう部分はすごく重要な部分として捉えて会議の

中では進んでいるところですが、町といたしましてはですね、そういう部分がもし発見

できれば、整備されたものに関しては、これまでの想定の中で造ったものでありまして、

それがそれで必ず大丈夫かというと、それ以上のことが最近は起きておりますので、そ

の辺は分からないのですが、幸いに山元町、線状降水帯の被害というのがですね、たま

たま最近よそであっても、山元町はそれが免れている部分もありますので、まだはっき

りどこがという部分は分かりませんが、そういうのが分かった部分に関しては、さっき

ここでも言ったように県のほうで管理している部分もありますので、県のほうに要望を

出すなりなんなりをして、あとやっぱり町のほうでですね、県だけに任せるのではなく

てですね、そういう場所が分かった場合にはですね、現地確認をして、それで対応を進

めているというところになります。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。私が聞いたところによりますと、前からも出しているという

ことでしたので、これはまた再度、その辺をまた確認しということが今分かりました。 

      そして次です。昭和２５年に完成したと、これは山元町ふるさと地名考という本に書
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かれているのですけれども、高瀬温水ダムというのがあるんですね。この高瀬温水ダム

っていうのは、これは昭和２５年に完成したと言いますから、もう、今の職員もちろん

ですけど私が生まれた翌年ですからね、これは当時、町が造ったのか、あるいは県なの

かというのはもしお分かりでしたら教えていただきたいと思います。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。今、議員からお話あったため池のですね、管理は町でや

っておりますけれども、経緯、当時の経緯は今ちょっと私、手元に資料ないんですけれ

ども、今現在は町で管理ということになっております。 

      以上です。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。そうなんですね。これは町で管理されている。そうしますと

こういう施設関係では治山ダムでもなく、砂防ダムでもなく、ため池でもなくて、これ

は県ですから、町では唯一ですか、この管理っていうのは、このといいますのはね、こ

れはため池ハザードマップを見ますと、位置的に見てこれじゃないのかなと思ったんで

すけれども、この高瀬温水ダムというのは、山神っていうんでしょうか「サンジン」と

いうのかしら山神あるいは山神ため池とも思われるんですね。どうでしょうか。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。ですね、高瀬ではなくですね、浅生原の山王ため池の上

流部にあるため池ということで、これはダムではなく、あくまでも農業用の関係のため

池という位置づけで、町で管理しているものという、今、町の管理上はそうなっており

ます。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。確かに山王ため池の３つある上が温水ってなっているんです

よね、あそこにも温水っていうふうになっているんだと、でもそれはそこだけ温水ため

池って書いてあるんですよ。でも、高瀬温水ダムっていうのが、ハザードマップには記

入されてございませんが、ということを私ちょっと今感じたんですけれどもね、いずれ

にしても、とにかく高瀬温水ダムは町が管理されているということと捉えてよろしいん

ですね。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。その高瀬の部分については、改めて町としても確認させ

ていただければと、今、私の認識では浅生原のため池の関係かなという認識でおったの

で、確認をさせていただければと思います。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。じゃあご確認いただくといたしまして、今も、今のようなこ

ともなんですけれども、実は職員ＯＢの方たちで、やはりもちろん山元町のことをずっ

と気にかけて、いろいろなことを思っていらっしゃるわけで、そういう方からのちょっ

と耳に入ったことで、温水ダムっていうようなことが今ではどうなってんだいねなんて

いうようなことをちょっとお聞きしたものですから、私もちょっと調べさせてもらった

ということでした。でも確認しますとあれですよね、治山ダム、砂防ダム、あるいはた

め池などは県の管理ということでよろしいかと思っていいんですよね、町長ね。はい、

承知いたしました。はい。 

      次です。今度細目２の質問です。再質問です。この森林環境譲与税のことです。これ

は令和元年度から譲与されています森林環境譲与税ですが、これまで基金として積立て

られております。そして４年度末までの残高がおよそ９７０万円となっていると先ほど

のご回答でした。でも、この間、１回だけ、民間団体の森林整備事業に対し補助金を交

付したことがございますが、その金額と整備事業の内容などについては把握されていら

っしゃいますか、お聞きいたします。 
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農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。令和２年度のですね、この森林整備の活用の内容につき

ましては、一般社団法人の坂元愛林公益会への活動、森林整備に係る事業の支援という

ことで補助金を交付しております。内容につきましては愛林公益会で保有するですね、

久保間地区の山林について、もともと県事業で森林整備事業を活用する計画を立ててお

ってですね、その森林、県の森林整備の係る事業の上乗せの補助、町で上乗せですね、

県で２分の１の補助を愛林公益会に対してありましたので、それの残りの愛林公益会関

係の負担軽減というかですね、森林活用の一環として町で補助残の一部を支援したとい

うところになります。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。承知いたしました。 

      そして先ほどのご回答にありましたように、森林環境譲与税の使途については、間伐

などの森林整備に関する施策をはじめ林業の担い手確保や木材利用の促進などの施策に

充てることとされておると。今後、町では森林の持つ多面的機能が発揮されるよう森林

の保全、育成の推進に向け、使途、目的に合った効果的な活用方法を探っていくという

ふうなご回答ございました。今や譲与税を活用せず、積み立てたままの市町村は、国の

報告によりますと、全体の１割、１０パーセントだけとなっています。その丸森町を例

に挙げますと、町の面積の７割を占める森林資源を持つこの丸森ではですね、台風１９

号の被害を受け、自然の脅威と適切な森林管理の重要性を思い知らされたとして、令和

５年３月に、丸森町、丸森町森林林業振興ビジョンを策定しました。そして森林所有者

の森林への関心の低下等、森林の荒廃が進む中、いま一度森林管理の在り方や資源の有

効活用など、そして移住定住の促進と林業、木材、産業を支える人材育成などにも進め

ていくとしてあります。 

      それで、私、この林野庁から出ている地域林政アドバイザー制度というものをちょっ

と目にとまりましたので、ちょっとご存じだかどうか、私なりにちょっと説明させてい

ただきますね。この多くの市町村では、森林林業に関わる施策を進めるに当たり、林務

担当職員の人員体制や専門的な知識などのノウハウが不足していると言うんですね。そ

してこの地域、地域林政アドバイザー制度というものを設けております。これは令和５

年９月に出されたものを私が今、ご紹介させていただいているわけなんですけれども、

このアドバイザーがですね、市町村への指導助言を行うことによって、地域の森林、林

業行政の推進を支援すると、こういうわけなんです。こういったような国の制度もあり

ますので、どうぞ今後、町もこういった地域林政アドバイザーの雇用なども検討される

などという考え、いかがですか町長。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。林業に関しましてはですね、どうしても山元町、先ほど議員が

おっしゃったように、１軒しかないところもあってですね。林業に対する、何ていうか

視点がちょっと弱いのかなあというふうには感じております。今のところですね、今議

員がおっしゃったようなアドバイザーを雇用してというところのお考えとしては町とし

てはですね、その辺は持ち合わせてはいないんですけれども、町で雇用するんではなく

てですね、そういう県なり国の、もしそういうふうなアドバイザーがいて、何らかの形

での協力を得られるのであれば、そういう方に来ていただいてですね、指導を受けると

いうことは、今後考えていければというふうには思います。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。これはぜひ前向きにご検討されたらいかがかなと思って今ご

紹介させていただいております。これは本当に、とにかく全市町村見ましてもね、６８
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７、およそ４０パーセントがゼロだそうです。その役場の中での担当されるというよう

な、こちらで言えば農水、農林水産課になるかと思われるんですけれども、現にいらっ

しゃいませんよね、この、いらっしゃらないというか、やはりどうしても手抜きになっ

てる部分かと思われるんですけれども、全体的にも４割だそうです。 

      ただ、こういったものを利用する方、利用する市町村も多くなっているというような

ことがこちらには書いてあります。あと財政負担軽減のためのそんな措置などもされて

おりますのでと思いますので、ぜひその辺はまず御確認いただきたいと思います。 

      続いて、細目３です、細目３の再質問、自伐型林業ということについてですが、本町

は施業委託型林業が主流であるということを先ほどお答えありましたけれども、それは

承知いたしておりました。森林組合などに施業を委託されているということですよね。

その実態なんですよ。現在、森林所有者の多くの方が７０代以上になってらっしゃいま

す。その方の親の代に契約されていらっしゃいますから、その契約書の内容であるとか、

あるいは、今の自分の持ち山がどういう状況になっているかなどというものは、分かっ

てらっしゃらない方がほとんどのように、私が聞いた中では、そんなふうに感じました。

このご回答にもありましたように、この自伐型林業のことをちょっとご紹介なんですけ

れども、この森林整備の有効な手法の一つとして捉え、対応を検討するにも、森林所有

者の意向確認をされることからが、先行だと思うんですね、対応を検討するにも、自伐

型林業に限らず、まず、森林所有者と遅れている山の整備に向けた話合いというものを

設ける考えはないですか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。先ほども回答いたしいたしましたとおりですね、こちらで勝手

に進めるわけにはいかないのでまずは地主さんですよね、所有者等の方の意向を確認と

いうことがあるんですが、先ほども言いましたようにですね、我が町について、林業に

ついてですね、山の管理という部分についてはちょっと今の段階では手薄になっている

のかなというふうに思いますので、これもですね、最近先ほど言いましたように、線状

降水帯なり何なりですね、山の管理をちゃんとしないと、災害につながるという部分も

ありますので、その辺についてもですね、今後の課題として捉えさせていただければと

いうふうに思います。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。その持ち主さん、所有者等がきっちりしないということも、

きっと多分、きっちりされてないと思うんですね。要するに管理されていないと思うん

です山の管理というのが行き届いていないと思うんですね。ですから、その取組を明確、

町の今後の取組を明確にする、して、町の施策に起こしていくにしましても、とにかく

その所有者の同意を得られないことにはどうしようもないということ現実があるわけで

すから、先ほどの地域林政アドバイザーなどを雇用した場合などは、そういったことな

どにも体制としては取れるのではないかなというふうに思われるわけなんですけれども、

町がつなぐ町がつなぐというようなお考えというのは、町長どう思われますか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。もし、自伐型ということでですね、先ほども回答したようにで

すね、小規模な形からできるというのがその自伐型ということでありますので、管理を

お願いしたい方と、あとその管理を請け負ってもいいという方がいればですね、町のほ

うでは間に入って、そのつなぎ役として、できるのであればできるだけのことはしたい

というふうには思います。 

 ２番（髙橋眞理子君）はい、議長。その自伐型林業って結構耳慣れない言葉だなというふうに思
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う方多いかと思うんですけれども、台風１９号で土砂崩れなど大災害を受けた丸森町で

やっていらっしゃる方が実は私の知り合いにいるんですよ、女性の方なんですけれども

ね、それは１９号の被害で山林の保全管理の重要性を感じたというんです。そして７人

の町民たちと団体を立ち上げて、この自伐型林業というものを専業としてではなく、週

３日程度活動しているということなんです。この伐採した木、例えば、この辺にも生え

ているんですけれども、ミズノキ、これはこけしの材料になるんですね。そういったこ

とをして多少の収入、多少といいましょうか、多少かどうか分かりませんけども収入を

得ているということでした。でもね、目標としては、山を守る担い手を増やしていくこ

とや、子供たちにも自然に親しみ、山の大事さを感じてもらえるようにと様々な人たち

が集まるまちづくりにもつながるというような考えを持って活動していらっしゃるよう

です。 

      それとですね、山に関するその活動をされている方で、この川崎町にあるＮＰＯ法人

なんですけれども、みんなで里山を元気にしたいというキャッチフレーズで、里山の環

境保全を目的に、これはメンバーがですね、仙台方面、あるいはもう町内外あちこちか

ら集まって構成されて活動しているという団体がいらっしゃいます。これはそれぞれの

部会がありまして、例えば、まきストーブの会、あるいは原木キノコの会などがありま

してね、それを例えば間伐などで倒した木材でまきストーブ用のまきにしたり、あるい

は原木キノコでほだ木でなどということの活用、活動、いろんな活動をしているグルー

プがあります。 

      このような団体の例は、人口減少や林業の担い手不足に関わる問題として、交流人口、

関係人口による町のにぎわいづくりなどにも寄与していると私は思われます。この場で

また私、言わせてもらいますけれども、かくいう私も、自然が大好きで、里山暮らしに

憧れ山元町に移住し、２０年間以上も手つかずだった山をですね、一本一本、手作業で、

背の丈以上のやぶを切りました。１年半ぐらいかけて開拓していったということです。

今もう楽しんで住んで、里山暮らしに憧れてきて、十分楽しんで暮らしているんですね。

こうしてあとは、切った木などもまきストーブにも使ったりとか、あるいは自然の恵み

をいただいたりとかですね、本当に自然の恩恵に感謝しながら毎日暮らしているのです

けれども、この我が家のケースから見えますが、貸してもいいよって言って、貸してい

ただけないことには、こういう生活もできなかったわけで、こういうようなことを考え

てらっしゃる方、今どきはたくさんいらっしゃいますよ、もう若い方たちも含めて、で

すからね、そういうためにも、やっぱりその山の管理、山の所有者さんをきちっと把握

されて、管理されて整理されて、そして、貸していいよっていう方がいらしたら、つな

がれるんじゃないのかなあと思うわけです。 

      時間もなくなってきましたけれども、その辺はスピード感を持ってですね取り組んで、

そういったような、森林所有者と、そういう方たちが、町がつながるということを、ぜ

ひ行っていただきたいと思うわけです。 

      最後の細目４なんですけれども、この森林環境ボランティアについてです。これは東

日本大震災で甚大な被害を受けた海岸防災林などの再生には、民間団体など、多くのボ

ランティアをお借りしました。今後、山間部のほうの森林環境ボランティアとして、先

ほどのお答えにもありましたように、森林や林業に精通した地元のボランティア育成の

ため県の指導員養成講座や地域住民、町とのつながりのあるボランティア団体、団体と
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の橋渡し役を務めていくというようなご回答を得ましたので、こういったね、ボランテ

ィアの方たちの力も得ながら、本当にあれですよ、やはりこの洪水や土砂災害時におけ

る山間部の対策というものは非常に大事と思います。ぜひ森林の保全整備に向けて町は

どうぞ本腰を入れて向かっていただきたいということが私の強い要望として、私の一般

質問を終わらせていただきます。 

      以上でございます。 

議 長（菊地康彦君）２番髙橋眞理子君の質問を終わります。 

                                             

議 長（菊地康彦君）１１番岩佐孝子君の質問を許します。岩佐孝子君、登壇を願います。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。１１番岩佐孝子です。ただいまから令和５年第４回山元町議会

定例会において１件、３点について一般質問をいたします。 

      本日は、１２月１１日、あの忌まわしい東日本大震災から１２年１１か月の月命日で

す。９か月、９か月の月命日です。亡くなられた６３７名の方々のご冥福をお祈り申し

上げます。それとともに、すぐに駆けつけて復旧復興にご尽力いただきました派遣職員、

ボランティアをはじめ関係者の皆様への感謝の気持ちを忘れることはありません。この

場をお借りいたしまして御礼を申し上げます。 

      丘通りの小平地区の有志によるコダナリエは、震災後１３年目を迎えた現在でも、学

生や、この町を第二のふるさととして足を運んでくださっている多くの方々により制作

され、今月の２日点灯することができました。毎週土曜日、日曜日には、多くの方々が

足を運んでくださっております。そしてまた、病院関係者により制作された宮城病院の

玄関口には、今月２８日まで、毎日午後５時から１０時まで点灯されています。４年ぶ

りに町内の若者たちが中心になって１１月４日に開催した山元はじまるしぇなど、行政、

町民が一体となり地域づくりに汗をかくことにより、少しずつではありますが、活気、

にぎわいが戻ってきています。 

      しかし、震災からの復旧・復興事業は終盤を迎え、完遂を目前としているとは言って

おりますけれども、どのように、点検、評価してなのか、理解できない部分があります。 

      そこで、東日本大震災からもうすぐ１３年目、甚大な被害により復旧・復興計画事業

の最終段階を迎えており、これまでの各種事業の進捗状況や事業をどのように点検、評

価し、今後のまちづくりを推進していくのかについてお伺いいたします。 

      まず１点目、夢と希望の持てるまちづくりであります。箱物と呼ばれる役場庁舎、避

難所交流センターとして整備した公共施設や公園、慰霊碑周辺などには問題はなかった

のかということから、１点目、新たに整備した公共施設、これは附帯施設も含むもので

すけれども、計画どおりに進められてきたのか。 

      そして、そして２件目、２点目、災害時における避難路の確保、整備についてであり

ます。これは、坂元地区の災害公営住宅建設時に、時に、住民の命を守るための四番作

道のかさ上げ、そんなことが織り込まれていたように思っております。 

      また、３点目、つばめの杜をメインにしたコンパクトシティーのまちづくりのため、

副都心であるはずの坂元地区では、保育所は再建されず、子育てしやすい環境と言える

でしょうか。 

      そんなことから、３点目の子育てしやすい環境整備を推進していくため、移住定住促

進や保育所建設等について伺うものです。 
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      以上、一般質問といたします。ご回答願います。 

議 長（菊地康彦君）町長橋元伸一君、登壇願います。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。岩佐孝子議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、夢と希望、夢と希望の持てるまちづくりについての１点目、新たに整備し

た公共施設等は計画どおりに進められてきたのかについてですが、復興事業については、

震災後、国の復興交付金をはじめとする特別な財政支援の枠組みにより、集中復興期間

及び復興創生期間の１０年間で事業推進することを目標に、全国各地の自治体から人的

支援をいただきながら職員一丸となり創造的復興に向け取り組んでまいりました。そう

した中、町内３か所の新市街地整備をはじめ復興公営住宅や山下、坂元両地域交流セン

ター、子育て拠点施設など多くの公共事業を進め、令和４年度に町が事業主体となった

交付金事業については完了となりました。 

      なお、復興計画のうち、復興交付金を活用した整備事業については、宮城病院周辺地

区の新市街地整備において不測の期間を要したことなどにより、完成が約１年遅れるな

ど一部の事業においては、当初の完成予定時期が延びたものもありますが、工期短縮の

工夫を行うなど早期完成に向けできる限りの努力をした結果、おおむね計画どおりに進

められたものと認識しております。 

      次に、２点目、災害時における避難路の確保、整備についてですが、東日本大震災を

起因として整備を計画した避難路や復興道路１３路線のうち、１１路線で、既に供用が

開始されておりますが、上平浜原線、三線堤道路の２路線については、現在も完成に至

らない状況にあります。 

      初めに、上平浜原線については、昨年度に駒場ため池付近の改良工事を実施しました

が、今年度は同区間の舗装工事を予定しており、先月までに舗装工事の施工業者が決定

したことから、年度末の舗装工事完了に向けて工事準備が整い次第、着手する予定であ

ります。 

      次に、中浜滝の前線については、盛土材が予定どおり確保できず、工事内容に軌道の

修正が生じましたが、その後は順調に進捗しており、年度内の完了を目指して現在施工

中であります。 

      残る町戸花線についても、これまで以上に関係機関との連携を密にし、盛土材の確保

に努め、早期の工事発注と全線開通に向け、鋭意努力する所存であります。 

      これら有事に備え整備を進める避難路及び復興道路は、道路行政における大変重要な

路線でありますことから、一日も早い完成に向け引き続き問題意識を持って取り組んで

まいります。 

      次に、３点目、子育てしやすい環境整備のうち、移住定住促進についてですが、本町

の移住定住対策は、人口減少を抑制し、定住の促進を図ることを目的として、現在の移

住定住支援補助金補助事業を、平成２０年度から継続して実施してまいりました。この

間、震災により急激な人口減少があったものの、特に震災後は移住定住支援補助制度を

多くの方にご活用いただき、その転入実績については、昨年度末現在３０４世帯８４０

人に達しており、平成２８年度から６年間の社会増につながった大きな要因となってお

ります。 

      新婚子育て世帯に重点を置いた本制度は、転入者を呼び込むだけでなく、町内にお住

まいの新婚子育て世帯が住宅を購入する場合にも活用できることから、転出抑制と若者
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の地元定着による地域活性化につながるため、今後についても一定の制度設計を検討し

てまいりたいと考えております。 

      次に、保育所建設等についてですが、移住定住による新婚世帯や子育て世帯の転入と

ともに女性の社会進出や核家族化などにより、ここ数年はゼロ歳児から２歳児の保育ニ

ーズが高まった結果、宮城病院内のつくし保育園の地域枠拡大や小規模保育事業のなな

いろ保育園の開設認可などに結びついたものであります。さらに提案理由でご説明申し

上げましたとおり、令和７年４月から山元幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行する

との報告を受けたことを踏まえ、まずはこちらに係る支援を優先に子育てしやすい環境

整備を推進してまいります。 

      以上でございます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）ここで暫時休憩といたします。再開は１４時１５分、２時１５分であります。

暫時休憩。 

午後２時０４分 休 憩 

                                             

午後２時１５分 再 開 

議 長（菊地康彦君）休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                                             

議 長（菊地康彦）１１番岩佐孝子君の再質問を許します。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。先ほどご回答にありましたけれども、新市街地の整備、非常に

急ピッチで進んだったのかなあというふうな思いがありますし、この役場の庁舎もです

ね、令和元年の５月に開庁したこの庁舎ですけれども、令和３年と４年、２回ですね、

福島県沖において、議場の天井落下とか、庁舎内でも天井の破損などが、などの被害が

ありました。そしてまた、山下、坂元交流センター、小学校、坂元小学校の体育館でも

甚大な被害を受けたんですが、これは多分震度６強の被害を受けたにもかかわらず、震

度５ぐらいので建設したというふうに聞いているんですが、その辺はどういうふうなこ

とで震度５で何かの基準があったからなんでしょうかね、その辺ちょっと確認させてい

ただいていいでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。今岩佐議員のほうからね、その耐震について震度５で造ったの

かと、そういう基準で建物を建てたのかというふうなご質問だと思うんですが、ちょっ

と私のほうで、今それでですね、大変申し訳ないんですが、本当に重要なことだとは思

うんですが、震度５で建てたのか６で基準で建てたのかちょっと今手持ち資料もありま

せんで、ちょっとその辺、私のほうでちょっと確認できないので、ちょっとお答えする

ことができないんですけれども。ちょっと申し訳ないんですけども、はい。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。やはりね、計画をするときには、６であればそれ以上とかって

いうふうなものを考えたのかなというふうにも思い、考えてやるべきではなかったのか

なというふうな思いもありますし、避難所となるべき施設ですね、山下交流センターも

そうですが、坂元交流センター、雨のたびごとに、大雨ごとに冠水してしまうんですよ

ね、そんなことも考えてしたったのかなということで、私は非常に疑問があるんで、そ

れについての対応、これからまだまだしていかなきゃならない部分もあると思うんです

が、大雨時の水害における避難所の対策とか、あとは震度６とか７とかっていうのがね
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非常に今大きくなっていますので、その辺の対策も今後計画すべきではないかなという

ことを一言申し述べておきたいと思います。 

      そして、道路も大分整備されてきました。街灯、防犯灯の整備です。山下駅、坂元駅

のすぐ近くのところには、街灯はついているんですけれども、ちょっと電車を降りて駐

車場行こうかなと思ったときには防犯灯もなくてですね、非常に安全とは言えない状況

ではないかなというふうに思うんです。坂元駅のところはすぐそばにお店があるので、

その灯りなんですけれども、つばめの杜に行くところのスーパーが閉店したとき、非常

に暗くなるんですね、スーパーの南のあたり、あの辺のところは防犯灯なんかつける計

画はなかったのか、その辺についてお伺いします。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。その安全対策ということでね、防犯灯、先ほども他の議員から

ですね、質問もありまして地区との懇談会の中でも、防犯灯、街灯ですね、に関しては、

いろいろと地域からですね、要望をいただいているところであります。各地区の区長さ

んにも本当にお手伝いをいただいて、そういうところがあればということではあるんで

すが、なかなか行き届いてないところがあります。今言ったようにですね、どうしても

駅前付近だと、スーパーとか開いているときの状況でちょっとね、判断する部分もあっ

て、暗く、閉店した後に１０時ぐらいになって真っ暗になってというところまでちょっ

と私も確認しておりませんでした。今の段階で、あそこの停車場線ですかね、あそこに

街灯を設置するような計画というのは今のところまだありません。ただ、各地区でも要

望いただいていますし、今後もですね、この間も西頭無線も言われました。そういう部

分に関してはですね、できるところからできる範囲の中でですね、少しずつでも、対応

をしていければというふうには考えておりますが、先ほど岩佐議員のほうから質問あっ

たようにですね、ここに設置する計画はということであれば、今のところはですね、あ

そこの停車場線について、どこに街路灯なり防犯灯をつけるという計画は至っていない

というところであります。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。その公園のところもなんですが、昨日かな、おとといかな、つ

ばめの杜のあたりずっと歩いたんですね、そしたら結構暗いんですよ。学生なんかが帰

るときに、遠くの人は迎えに来てもらえるからいいんだけれども、そうでないときにち

ょっと不安だなというふうな思いがあったので、その辺ももう一度ですね、町内会って

いうか、区長さん何なりと、もう一度点検しながらやっていただければなというふうに

思います。事件が起こって、事件事故が起こってからでは遅いと思いますので、その辺、

あとは同僚議員からも何度となく出ておりますけれども、通学路への対策、特にですね、

国道、私が歩くところでは国道に面したところ、あとは東街道に面したところとかも非

常に暗いので、それこそ熊が出てきたとか不審者がっていうふうなことも聞きますので、

その辺もやはり、ちょっとその部分、もう急ぎ過ぎちゃったがためにこんなふうになっ

たのかなというふうに思いますので、再度確認をし、一日でも早い安全対策を練ってい

ただければというふうに思います。 

      そしてまたですね、坂元町東公園のところに行くと、あそこ坂元支所コミュニティセ

ンターから公園に行くところ、子供たち結構、日中とか、土曜日、日曜日だと走って歩

くんですよね、車とかが結構往来がありますので、あの辺には、おもだか館と公園周辺

の横断歩道なんかは設置されてないんですが、その辺もぜひ設置していただければなと

いうふうな思いであります。公園の南側、あそこには横断歩道は確かにあります。でも、
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あそこを通って行くのは夢いちごに行く方なんですよね。なのでその公園に行くときに、

必要かなというふうに思うんですが、その辺は多分計画にはなかったんではないかと思

うんです。なので、その辺の横断歩道の設置の考えはあるかどうか確認したいと思いま

す。 

議 長（菊地康彦君）すみません。岩佐議員、今、公共施設の附帯施設含むということでですね。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。先ほどですね、岩佐議員のほうから、急ぎ過ぎたためにという

言葉がありましたが、本当にこれまでに経験のないもう誰もが、もう二度と経験なんか

したくない、そういうふうな災害でしたので、ある一定の急ぎ足というのは、私は仕方

ないのかなと。やはり生活再建となりわいの再生ということで、まず早く立ち直らせる

ということで事業を進めてきたものだと思います。ただ、やはりゆっくり考えてやる部

分と、あと急いで進む部分というのは、やはり必要なのかなと、そういうところはね、

見極めていくのは必要、ただ、やはりやってきた中で１２年が経過していますので、今

になって見える部分というのもあると思うんです。やっているときは見えないことって

いっぱいありますので、皆そのときは必死でいろいろやっていると思うんですね。です

からその中で、今になってそうやっていろんな部分、見えてきたところを、そういうと

ころを伺うという部分もあって、今地区、回らせていただいたりもしておりますので、

今議員のほうから、そういうふうな提案がありましたので、私もあそこ、公園のほうに

トイレがなくてですね、おもだか館のトイレを使うということである中で、あそこを横

断するのにやっぱ横断歩道っていうかね。ぐるっと遠くまで回っていかなくちゃいけな

いという部分もありますので、今後のやっぱりそれも一つの課題だと思いますので、そ

の辺はですね、公安委員会なり協議をしながら、必要なところには必要な部分として設

置はしなくちゃいけないんだろうなというふうな思いではおります。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。そしてその町東公園で、結構子供たちが遊んでいるんですよ。

そして早朝、夕方遅くにですね、あの辺を散歩する方々の姿が見受けられます。ところ

がですね、おもだか館のトイレを使えばいいだろうというふうなことで公園周辺にはト

イレは設置しなかったんですが、やはり、閉庁時でもトイレは待っていられませんよね。

なので、子供たちとか、あとは早朝そしてあの辺、健康づくりのために散歩している方々

なんかを考えたときにはですね、ぜひ町東の公園のあたりにもトイレなんか設置してい

ただけないものかなというふうに思っているんですが、その辺はどうでしょう。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。やっぱりトイレというのはですね、本当にいつどこでどうもよ

おすか分かりませんので、ましてや子育てするならというところ、あとは、高齢化率が

高い、今少子高齢化という部分では本当に必要なものの一つなのかなとは思いますので、

今後ですね、やっぱりその公園に、公園にトイレがないというところも含めてですね、

ちょっとこちらのほうの課題として捉えさせていただければというふうに思います。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。そうですよね、少子高齢化って言って、なかなか子供たちが走

っていくまでにはっていうところがあるので、その辺もぜひですね、整備していただき

たいなというふうに思います。 

      そしてまたね、整備されている磯浜漁港のところ、網なんかをつくる倉庫があります

よね。あの辺にトイレは整備はしていただいたんですが、夏場は利用できるんですよ、

ところが冬場１１月で閉鎖ですよね。何か凍結するっていうことと、あとは利用者が少

ないということで閉鎖になっているようなんですが、目的外となるのかなっていうふう
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には思うんですが、あそこはやはり観光っていうか、サーフィンをする方々とか、結構

今、新地に行くところの道路とかで使っているので、あの辺、ぜひですね、トイレはあ

るので、冬場も開けていただければありがたいなと思うんですが、その辺についてはど

のように思いますか。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。今議員からお話あったですね、網干場のトイレの関係で

すけどもね、今現在、議員おっしゃられたとおり今閉鎖しているという状況なっており

ますので、今後ですね、どのようにトイレの活用をしていくかというところですね、検

討してまいりたいというふうに思います。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。やはり沿岸部に行くと本当にトイレの設置場所がないんですよ。

唐船番所跡、今、中浜小学校に見学に来て、そして磯浜に行ったり、その後に慰霊碑の

ところに来たりとか、一番今使わせていただいているのが中浜小学校からは、夢いちご

を使わせていただいています。そういうことも、そういうふうにはしているんですが、

やはり南に行って、磯浜でっていうところで、使おうと思ったら使えなかったっていう

ふうなことがありますので、ぜひですね、町に来てくださる方、観光も含め、そしてこ

の町が好きで、自転車で歩いてくださる方もいらっしゃるので、中浜まで行け、どこま

で行けっては言えないので、ぜひですね、多分予算がなくてもう閉めちゃったのかなっ

ていうふうにも思いますけれども、補正でもいいので、ぜひですね、町内外の方々がの

利便性を考えたら絶対必要だと思うんですが、その辺、ご検討願えますでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。今現在ですね、漁協の方の協力をいただいて港に何か何かあっ

たときですね、その漁協で使っているトイレを借りたりしているのが現状です。たしか

あそこの私がこれたしかという表現おかしいんだよな、西側のね、あそこのトイレのあ

る、今、指摘されている場所というのは、確かに網置き場になっているんですが、あそ

こ駐車場を広く取ったのは海水浴場を再開しようとしてあの駐車場を広く取ったと私は

認識しているんですが、ですから、あのトイレ自体は海水浴なんか来て、車をとめたり

するためにつけたんだろうなというふうにも思いますので、その交流人口とか、そうい

うことを考えればですね、やはりその人の集まるところにやっぱりトイレがないという

のは、やはりちょっとおかしいところはありますので、今せっかく造ってあるトイレで

すので、できるだけ有効活用できるようにですね、ちょっとこちらのほうで協議したい

と思いますんで。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。そうですよね、あるものはやっぱり使って、有効活用していた

だいたほうがいいのかなという、町内をにおいでくださった方々にも、やっぱり優しい

町なんだなっていうふうな思いとあと、やっぱり環境衛生上ね、軽犯罪法にも違反しな

いような形でっていうことで、ぜひ、再開していただくことを望んでおきます。 

      そしてですね、沿岸部にトイレがありますよね、そこに前にも私、言ったことがある

と思うんですが、ただでは、ただとは言いません、あそこ水道が行っているので、でき

ればですね、ワンコインのシャワーなんか設置してはいかがかなというふうな思うんで

すが、その辺なんかもぜひ検討、サーファーだけでなくてですね、結構沿岸部を歩く方々

も多いので、そのトイレのところ、特にサーファーの方々はポリタンクなんかに、入れ

て、水とかお湯を入れて持ってきてるんですよ。なので、ほかのとこに行くとシャワー

があるんだよねっていう話がありますので、山形、秋田、そして新潟から来てくださっ

ている方々にも、ぜひ、ここがいいよってＰＲをしてもらうためにですね、ぜひシャワ
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ーなんかも設置してはいかがかなというふうに思うんですが、その辺はぜひ検討願いた

いなと思いますが、よろしいでしょうか質問します。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。確かに山元町震災前からですね、サーフィンする方たちが多く

集まっていただいておりました。震災後もだんだんだんだん戻っていただきまして、も

う本当に数年前からですね、せっかく、避難丘公園のところに３か所のですね、避難丘

公園のところにトイレがあると、そういうところにそういうものを設置できないのかと

いうたしか提案過去にも、前にもあったかに思いますが、シャワーとなるとちょっとや

っぱり、トイレとかあとはまだちょっと違った部分がありますので、その辺ですね、前

に花釜にも何ていうんですかね、トイレがあるだけで、ちょっと不審な方が車ずっと１

週間もあそこに寝泊まりしていた方がいたりとか、そういう部分もありましたので、い

ろいろな周りの環境に対する影響もありますので、ちょっとその辺はですね、今後の検

討課題ということにさせていただければというふうに思います。今この場でですね、じ

ゃあ前向きにそれ検討しますとか、その辺はちょっと申し訳ないんですけれどもご勘弁

いただければというふうに思います。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。隣接市町村とか、あと今まで、今設置している、整備してある

ような市町村のことを事例にしながら、ぜひ前向きに検討していただきたいなというふ

うに思っております。 

      そして今まで余り気にしてなかったんですけれども、今、私、中浜小学校を中心に語

り部活動をさせていただいています。いろんなところを歩いていますと、やっぱりね、

中浜小学校、そして磯浜に行って、夢いちご、大地の塔で手を合わせたいという方々が

非常に多くなっています。コロナがコロナ禍が終息してきて５類になってきた段階で、

非常に多くの方々が大地の塔を訪れてくださっているんですね、今までは、あそこの近

くにお店があったので、そのお店の方のご好意によって使わせていただいていました。

それが、お店もなくなってしまいというところなので、ぜひですね公共施設には、あの

辺、住民の方々も非常に要望しているんですよね、そして、車で来る方ばっかりじゃな

いんですよ、山下駅から歩いて、あそこまでようやく歩いてきたっていう方ともこの前

も会いました。そういう人たちが、ここまで歩いてきたんだけれども、またひだまり、

駅まで戻るんですかって言われて、何回となく私も乗せてきたりとかってしていますけ

れども、やはり公共施設のところにはトイレは必要ではないかと思うんですが、その辺

は何か、前回そういう要らないんじゃないかとか、そんなことはっていうようなことで

いろいろありましたけども、やはり私は必要だというふうに思うんですが、その辺の町

長の考えをお聞きしたいんですが。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。個人的な話になりますが、私も近くに住んでいるので、どれだ

けの多くの方がね、あそこに来ているのかというのは分かりますので、そこのあそこの

トイレの必要性というのは確かに、今現在だと、花釜のたまたまですけれども、居合わ

せたりして、交流センターのトイレを借りたりとか、語り部の方が区長さんに電話をし

て交流センターを開けてもらってトイレ借りたりということもお伺いしておりますので、

その辺はですね、何とか進めたいというふうには思っております。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。やっぱりですね、環境衛生上、そして軽犯罪に触れないような、

山元町の沿岸部にあるトイレ、沿岸部だけじゃないんですけれども、町外から来た方の

お話を聞きますと、きれいですねって、いっつもきれいにしてもらっていて、使いやす
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いです。ありがとうございますっていう御礼の言葉もあります。なので、一生懸命皆さ

ん掃除もしてくださっているし、きれいにしてれば、次に使った人も使う人もきれいに

していくんですよね。なので、そういうことも考えながら、ぜひ整備していただきたい

なあというふうな思いから質問をさせていただきました。 

      やっぱりずっと来て、浜通り、宮城県道３８号線ですね、相馬亘理線、あそこもずっ

と行っても、どこまで行ってもトイレはないんですよね、亘理から来ても、なので、や

はり中間地点というようなところで、必要ではないかなというふうな思いで私は質問を

させていただいておりますので、ぜひですね、町民だけではなくて、来てくださった方々

が、安心して見れる、手を合わせることができるというような施設にするためにも、絶

対必要だと思いますので、ぜひ、整備をしていただきたいというふうに思います。 

      そして次に、次の２点目ですけれども、坂元地区の災害住宅を建設するときに、安全

を確保するために約束したはずの避難道路です。町地区にある災害公営住宅の建設のと

きに、懸案事項である四番作道土砂の関係上で整備事業が遅れてしまっていますけれど

も、町民の命を守るべき防御壁であると私は思っています。再度、完成時期について確

認したくお伺いします。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。先ほどもですね回答申し上げましたが、半分、停車場線から南

の部分の半分に関しては、今年度中に何とか完成見込みというところまで来ております

が、その停車場線から北の部分ですね、あそこの部分がですね、盛土材しようと、使用

しようと思っていた盛土材のほうですね、ちょっとその道路には適合しないということ

で違った形でその盛土材を求めることというふうにしましたので、今後、とにかく一日

も早くあそこのところも整備してですね、まずはその安全安心というところの確保を目

指していきたいというふうに思いますので、そんなに時間をかけるつもりもありません。

とにかく早急に何とか進めていければというふうに思っております。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。盛土材もそうなんですが、今使っている道路もね、結構穴ぼこ

なんですよ。あの辺も安全、確保のためには、ぜひ修繕もしていただければなというふ

うな思いでおります。そして、今進めております中浜区にとっては避難道路の唯一の道

路である上平浜原線ですね、あそこの改修工事もなかなか進みません。でも、今年度で

すか、で大体っていうようなところなんですが、なぜ、あのところが補助対象外で町単

にしてしまったのかっていうのも私にはちょっと理解できないんですが、駒場原のとこ

ろまでっていうことで、よろしいんでしょうか。まずはそこの部分確認させてください。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。担当課長のほうから回答をさせます。 

建設課長（山本勝也君）はい、議長。上平浜原線につきましては、中浜から駒場ため池を過ぎたと

ころ、前に改良されたところまでというような計画になっております。 

      以上となります。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。避難道路っていうふうなことで位置づけたんであれば、やはり

６号線まで突っ切るのが私は妥当かなっていうふうな思いでおりますが、その計画は全

然ないっていうことで、全然ないんでしょうか。ちょっとでは、ぜひですね、避難道路、

あそこから中浜の人たちが宮城野ゴルフ場まで行くのにもやっぱり最短なところという

ことを考えるとその辺もぜひ計画に入れていただきたいなというふうな思いでいるんで

すが、その辺はどんなものでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。今のところはですね、東側からあの線路のところからため池ま
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でのたしか７００メートルぐらいだったと思うんですが、あそこの整備ということで計

画は入っておりますが、そっから西側の部分、問題意識は持っているんですが、あそこ

もね、ちょっとクランクになったりもして、ちょっと走りにくい部分もあります。ただ、

大変申し訳ないんですが、本当に重要な避難道路という位置づけにはなっているんです

が、すぐにちょっと今あそこんとこまでという計画はまだ今のところなくてですね、ど

このところをどういうふうに通るのが一番避難道路としていいかという部分を今後です

ね、ちゃんと確認をしまして、それで、何とかこう進められればというふうには思って

おりますが、現状として、ため池から西の部分に関して、上の分に関してはまだ計画が

できていないというのが現実であります。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。やはりですね、浸水区域が非常に広くなったっていうのが県か

ら示された結果ですね、やはり不安を抱いている方々が非常に多いんですよ。なので、

ぜひですね、その避難道路っていうようなことで、県なり、あとは国なんかにもきちっ

と働きかけて一日でも早い完成を見れるように、町民の不安な心を払拭するためにもで

すね、ぜひ県、そして国等にも要望すべきだと思いますが、その辺についての考え方に

ついて再度確認します。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。先ほども言いましたようにですね、課題の場所だと、本当に最

重要な課題の場所だというふうには認識はしておりますので、とにかくいろんな形でで

すね、県なり、国のそういう補助制度なり、要望を出してですね、何とか、その先を進

められるように努力はしていきたいというふうに思います。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。あとですね、町長も認識している部分なんですが、中浜のとこ

ろの、救急車が入っていったら田んぼに落ちちゃったっていうところがあるので、その

辺なんかも住民の方々はやっぱりきちっと自分たちの生活路線、そういうのもしていか

なきゃならないなという意識がありますので、皆さん協力的にこれから進めたいという

ような声も聞いていますので、ぜひその辺もですね一日でもここに来てよかったなと思

えるような地域にしていくためにも整備していただければなというふうな思いでござい

ます。 

      あともう１か所、私、非常にこの前の防災訓練のときも非常に気になっていたところ、

今度は北に行きます。つばめの杜の西地区のところなんですが、１回東に行って、そこ

から役場のほうに戻ってこなきゃなんないですね、上ってこなきゃなんないんですよね。

なので、私、あそこ北海道に行って見てきたときに、ちょっとこう階段的なものがあっ

たんです。今からするのはちょっと大変かなというふうな思いではあるんですが、高齢

者が多くて車の運転もできないということなので、やっぱり１回東に戻って、道路を上

ってくるっていうのに非常に不安を感じている方々もおりますので、その辺もどうした

らいいのかっちゅうのをちょっとね、考えていただければなあというふうにも思います。 

      ということでもうその部分と、やはり避難ルートの確保という部分で、桜塚なんです

が、あそこは６号線に出るだけの一方通行のルートですよね。なのであそこには多分計

画なかったような気がするんですよ。前に私、なんか説明を受けたとき、説明があった

ときに、何でしないんだべっていうふうな話はしたことがあった、あった記憶があるん

ですが、どのような場面で計画しなかったのかですね、その辺、真庭とか宮城病院のほ

うに出れるようなことは考えることはできないのか、その辺についてもお伺いします。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。いろんな今岩佐議員のほうからですね、要望いろんな箇所、気
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がついたところをいただいておりますが、なかなかですね、道路整備というのは難しい

もんでですね、できないとかではなくて、やりたくてもなかなかできないという部分も

ありますので、それも今後のですね、今後の課題という表現をしてしまうと、いつにな

ったらやるんですかというふうにもなってしまうんですが、今のところ、あそこのとこ

ろのですね、道路を広げてというふうなまだ計画も持ち合わせてはいないもんですから、

本当に今後の懸案事項かなというふうには思いますが、あそこをだから通って、あっち

の南に真っすぐあの山沿いをですね、抜けられるようにする、誰がどういうふうに利用

するのかというところも考えながらですね、道路の整備とかって進めなくちゃいけない

と思いますので、その辺、今後のですね、懸案事項として受け止めさせていただければ

というふうに思います。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。今さらっていう部分もあるんですけども、やはり計画をすると

きには、スピーディーにスピーディーにっていうことをしながらやってきたんですが、

ここに来て、やっぱり立ち返りながら、点検しながら、もう一度歩むということも大事

なんではないかなというふうな思いから言わせていただいております。そしてまた沿岸

部、特に防潮堤、海に近いところの防潮堤のところの道路ですね、あそこは県道とか林

野庁とか国交省とかいろいろ入り組んではいるんですが、山元町に来ると凸凹なのね。

なので、ぜひですね、あの辺もですね、この前のお話にもありましたけれども、県、県

そして、国交省なり、復興庁なりに、ぜひ強く要望していただいて、来てよかったなっ

て思えるような、そんな道路にしていただくことを切に要望しておきます。 

      そしてまた、今度は、その後に起こっている福島沖地震によって亀裂とか陥没してい

る道路、もう非常に多いです。何度となく直してもらっている。坂元、真庭から下郷に

行くところの井戸沢ため池の南側のところ、やっぱりね、あそこんとこ、今朝もやっぱ

り亀裂入ってました。もう 1 回確認しました。子供たちが自転車で歩くんですよ。なの

で、ぜひですね、もう一度、そういうところを点検していただきたいなと思いますし、

上平から町の桜のところ、旧国道のところにも陥没したりとか、隆起したり、あとは亀

裂が入ったりっていうふうなところが非常に見受けられますので、お金がないってなっ

たらば、１回中浜の方から頼まれて、お願いしたんだけれども、土とか現物を持ってっ

てそこで地域の人たちも協力をしてくださるので、そういうことをお願いすれば、案外

できるんではないかなっていうふうな思いがありますので、そんなことをする考えはあ

るかどうか、再度確認します。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。まずは、子供たちの通学に支障のあるところは優先的に補修な

り何なりはしなくてはいけないと思っていますので、その辺は点検で確認できた時点で、

早急に対応はしていきたいというふうに思っております。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。そうですね、防犯灯にしても、道路にしても、安全安心で子供

たちが、っていうか、そしてね、結構歩く人たちも多くなっていますよね。ノルディッ

クとかなんかで歩いている方々もおりますので、そういう方々が、安心して歩けるよう

な、そんな道路にしていただければというふうに思っております。 

      そして３点目です。先ほどの回答にもありましたけれども、転入者も少しずつ増えて

はきています。東日本大震災で被害に遭った方々、沿岸部の方々１回は町内からは転出

せざるを得ない状況であって転出したものの、やっぱり戻ってきたいっていうふうに、

再度転入を模索、希望している方々の声も聞こえてきています。 
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      そこでですね、人口、人口の増加対策として、前にも坂元地区行政連絡員、区長さん

たちを中心にした会からですね、公共用地、町有地の利活用ということでこの前、同僚

議員からも出ていました。元坂元中学校の跡地の利活用の区画販売、その辺、あそこは

ですね、坂元駅から徒歩でも１０分、小学校までも１０分、１５分で行けるとこなんで

すね。利活用する考えはこれは町政懇談会なんかでも出てきた声なんですが、その辺に

ついて再度確認をします。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。あそこの町有地に関しましてはですね、やはり町としても、定

住促進するにしてもですね、本当に重要な場所だというふうには認識はしております。

今後、その目的を造成してと、もうあそこを宅地化して、移住を進めるようなというこ

とでのお尋ねだと思いますので、あそこの件に関しましてはですね、過去にも、たしか

一度いろいろこうですね、調査なんかはし、たしかしたことがあったというふうに私は

思います。ただ、あれからもう結構年数も過ぎておりますので、その辺ですね、今後の

利活用については本当にあそこの部分っていうのは坂元地区にとって結構いい場所、駅

にも近いですし、高台になっていますし、そういうところありますので、本当に真剣に

今後ですね、考えていきたいというふうには思っております。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。でですね、東部農地整備事業も大体終盤を迎えてきていますけ

れども、一定程度の土地の確保をし、住宅とか、企業誘致のために必要だと思うんです

が、その辺はいつ頃を、いつ頃見直すというふうに考えているのか、まずはお尋ねしま

す。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。東部のことですよね、東部の換地した非農地とかは、まず、今

登記とか全部終わって、ちゃんとしたら、今後、この間も他の議員のところでも話しし

たようにですね、工場誘致なり、土地の利活用というのは一番の問題だと思っています

ので、特に沿岸部のですね、ですからその辺を今後、どのような形で利用していただけ

る方がいるかというのは、公募してですね、それでできるだけ多くの方に来ていただい

て利用していただければというふうには、非農地に関しては思っております。それを見

直すっていうのはどういう意味ですか。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。農振除外地の見直しっていうふうなことで。はい。東部だけじ

ゃなくては、町全体での、はい。 

農林水産課長（村上 卓君）はい、議長。農業振興地域、地域整備計画の見直しについては令和７

年度の１１月頃を目標に今計画の見直しを進めているというところでございます。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。同僚議員からも出ていました。やはり荒廃し、荒廃している農

地の活用ですね。あとはもう山元町には、仙台から３０分、４０分で来れるインターチ

ェンジとか、スマートインター、あの辺もきちっと周辺も確認して、準備を進めていく

必要性があるんではないかなというふうな思いでおります。仙台とか、仙台空港からの

アクセスを活用し、茨城県の阿見町なんですけれども、成田空港から近いというところ

で、あの辺は流通センターなどが非常に多く集まってきているんですよ。なのでこの辺

もそういう部分での仙台ではちょっと土地が高いとかっていうのがあるので、この辺も

っていうふうなことの声も聞いていますので、ぜひその辺で進めていただければと思う

んですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。山元町、私もすごくね、いい町だと思っていますし、６号線を

走ってくると６号線より東の部分は田んぼがいっぱい一面に広がっていてですね、土地
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もいっぱいあるように、西側を見るとやっぱりすぐにこう山ということで、ちょっと狭

く感じますが、どうしてもですね、昨年度の初めに昨年の初めの県の津波シミュレーシ

ョンですね、やっぱりあの発表も大きかったのかなと思うんですが、どうしても６号線

より下が津波の浸水区域に入ってしまった部分もありますのでぎりぎりまでね。ですか

らその辺をどのようにして理解をいただいて企業誘致をしていくかと、６号線より上で

したらね、多分すぐにでも皆さんこう、土地があれば来ていただきたい、するのかなと

は思うんですが、それよりも東の部分に関して、今後どのようにしてうまく利活用でき

るかっていうのが一つの問題かなとは思っていますが、とにかくどんな理由があるにし

ろ、企業誘致なり、定住促進なり、できるだけですね、外に出てＰＲをして、誘致をし

ていけるように頑張っていきたいというふうに思っております。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。まちづくりにはやはり時間もかかると思います。お金もかかる

と思います。今、富谷市になりましたけれども、今の市長のお父さんは、やはりまちづ

くりは３０年とかじゃなくて１００年を見通した計画をすべきだというようなことで、

大亀山公園、今、非常に有名になっていますよね、百人委員会、構想委員会なるものを

立ち上げたりして、どこがいいか、余り使われてないところ、そういうところを山を開

拓しながら少しずつ住宅地を造って、今人口５万人以上になってというようなところで

あります。 

      なので、やはり長いスパンで物事を考え、そしてその中で、どこに着目を置きながら

というところが私は大事ではないかなっていうふうな思いで、やはり子育てするには、

５年、１０年ではできないんですよね。なので隣の新地では、福田、あまり人口いない

んですけれども、そこに９０人規模の保育所を建設しました。そして、何でそんなに９

０人って言ったら、２０戸、約９０坪の１区画、９０坪くらい２０戸販売し、子育て世

代の生活環境を整備しているんですよ。だから先ほど言ったように整備をして、今はい

ないっていうことじゃなくて、今から来る人たちをどうぞウエルカムウエルカムってい

うふうな形でしていくべきではないかな、縮小縮小だけじゃなくて、やはりここで田舎

だからこそできる教育、保育ていうのがあると思うんです。そういうことで現在も３人

の待機児童を出している状況です。５人ですね。そしてうちのすぐ近くでも、やっぱり

駄目だから私、育児休暇取るんですっていう声も聞こえてきています。 

      ということで、やはりですね、先ほどの回答の中に、やまもと幼稚園というところで

受入れ、受け皿、幼保の連携型認定こども園へっていうふうなことでは言っていますけ

れども、１２年たって、あのとき生まれた子供たち中学生になりました。地域からも要

望が出ています。今言ったように、住宅をそろえ、そして条件をそろえていくことによ

って私は、すぐにね、５人、１０人って増えるわけではないと思うけれども、坂元にも

戻ってきている人たちがいるんです。小学校もまた増えました。そういうことを考える

と、一番ちっちゃいその成長期の保育児童の受皿を必要だと思うんですが、その辺につ

いてはどのような考えなのかもう少し待っていただきたいと言われて、１２年たちまし

た。建てますって言われてから１２年たったんです。今まで何度となく、地域の方々か

らも声が出ていました。建てよう、公約のときには言います。でも、その気配さえも見

えませんでした。ということで、新たな気持ちで出発したいというふうな思いがありま

すので、その辺について再度確認をさせていただきます。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。保育所に関してもですね、今言ったように今年度で、今年度っ
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ていうか今現在で５名の待機児童ということで皆、ゼロ歳ということで、昔でしたら、

ゼロ歳、1 歳、その辺の年齢のお子さんの大体ニーズといいますかね、利用に関しては、

２０パーセントいかないような状況だったんですが、今現在ではもうその倍の４０パー

セントになっております。それでもまだ６０パーセントの方たちは利用していないとい

う部分があります。ですから、新たな定住促進を含め、若い世代の定住促進もあるわけ

ですから、それも含めて子供の数が増えること、そしてあとやっぱり今いる保育所に通

っていない方たちの中で事情によっては行きたいというふうな方が出てくれば、さらに

待機児童はどうしても増えるのかなというふうには私も思っております。そういう認識

はありますが、なかなかですね、今言ったように幼稚園とのバランスとかいろいろあり

まして、進める中で今回、やまもと幼稚園さんのほうでですね、決断をしていただいて、

こども園ということで、保育も兼ねた一体型の施設にしたいというふうなことで進めた

いということもいただきましたので、それと同時並行でちょっとそちらのほうもですね、

考えてはいきたいというふうには思います。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。つばめの杜１５０人です。保育士がなかなかっていうふうなと

ころもあるとは思うんですが、やはりですね、地域の特色を生かした子育てをするため

にも、やはり地域ごとに私はあったほうがいい、あるべきではないかなというふうな思

いから言わせていただいております。新地町では３か所の保育所で３３０人を受け入れ

ることのできる保育施設になっています。でも、入所者は２８０人くらいなんですよ、

５０人どうしてるのって思うけれども、いつでもどうぞっていうふうな対応だそうです。 

      山元町の場合は５人の待機って言っていましたけれども、ほかの市町村に行ってお世

話になっている子供もいるわけですよ。だから、子供たちもこの町内で保育、そして幼

児教育を受けられるような体制を整えるべきだと思い、私はぜひですね、保育所建設、

そして、それができれば、また、ここで子育てをしようって戻ってくる人たちが多いん

ではないかなというふうに思うことなので、質問させていただいておりますが、先ほど

やまもと幼稚園の話が出ましたけれども、令和７年度からまだ決まってはいないと、き

ちっとした計画はなってないと思うんですが、移行計画していて、何人くらい受け入れ

る計画とかっていうのはまだ決まってないでしょうか。その辺についてお尋ねします。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。担当課長のほうからお答えいたします。 

子育て定住促進課長（佐藤睦美君）はい、議長。先月２２日のほうで、理事会のほうで決定してお

ります。定員につきましては今最終調整ということで。はい。まだはっきりした数字は

申し上げられませんが、待機児童解消できる人数かと思っております。 

      以上でございます。 

１１番（岩佐孝子君）はい、議長。やはりですね、保育所は保育所のよさ、そして幼稚園は幼稚園

のよさがあると思います。そしてまた認定っていうなところでありますが、やっぱり民

間の力も借り、そして公的機関でっていうところもありますので、その辺きちっとした

子供の受入れ体制を整備するように望んでおきます。 

      いろいろ今まで質問してきましたけれども、橋元町政がスタートして、東日本大震災

で残された事業である東部地区農地基盤整備事業は、換地作業も終盤に入り、積み残さ

れた一つ一つの課題解決のため誠心誠意かつ丁寧に向き合い、解決のため尽力してきた

この期間だと思います。私は今までの事業を点検、評価し、今後のまちづくりに生かし

ていくための一般質問をさせていただきました。今回の一般質問の中で無礼な言葉を使
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用し、他人の私生活に渡っての発言が出たのは地方自治法１３２条、品位の保持に欠け

るものであると思います。震災前からの事業であった各種事業、それは深山山麓少年の

森であったり、茶室などの改修事業、それの取組、そしてまた１０月からは、町民の声

を聞くため、実施している町長との懇談会、私は町職員と協力をし、一生懸命前に進み

たいと思っております。町職員が生き生きと働ける環境づくり、それは、住民サービス

につながるものではないでしょうか。そして地域活性化が図られるものだと私は思って

います。町長はボスではありません。リーダーです。町の顔となるリーダーとして、本

人はもちろん、本人の努力だけではありません。町民一丸となって育てていくのも必要

ではないでしょうか。議会は執行機関を、執行機関を監視する機関ではありますが、対

立する機関ではありません。ないものねだりから脱却し、あるものを探し、あるものを

生かし、それによって、誰 1 人として取り残さない、誰もがきらりと輝き活躍できる山

元町、そんな思い、みんなが自信と誇りの持てるまち、希望と夢と希望の持てるまちづ

くりに邁進していきたいと思っています。みんなで、働きやすい職場環境、そして足を

運びやすい役場庁舎であってほしい、そんなまちづくりを進めていけたらいいなという

ふうに思っております。 

      これで私の一般質問を、終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

議 長（菊地康彦君）１１番岩佐孝子君の質問を終わります。 

                                             

議 長（菊地康彦君）ここで暫時休憩といたします。再開は１５時２０分、３時２０分再開いたし

ます。暫時休憩。 

午後３時０８分 休 憩 

                                             

午後３時２０分 再 開 

議 長（菊地康彦君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）先ほど岩佐孝子議員の質問に対しまして、子育て定住推進課より、待機児童

の人数に関して訂正がございますので、課長からかな、はい。 

子育て推進課長（佐藤睦美君）はい、議長。先ほど岩佐議員への回答の中で、待機児童５名という

ことでありましたが、正確には１２月１日現在待機児童は４名となっておりますので、

訂正させていただきます。 

       以上でございます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）３番遠藤龍之君の質問を許します。遠藤龍之君、登壇願います。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。３番遠藤龍之、２０２３年第４回山元町議会定例会に当たり、

町民の皆さんが要望する当面の諸課題をはじめ、今後のまちづくりに関わることなど、

町政全般にわたる一般質問を行い、町長の所見を伺うものであります。 

      １件目は、高齢者福祉事業の取組についてであります。 

      町民の意向調査によると、高齢者福祉は重要度の高い施策とされている。とりわけ高

齢化の進行とともに、一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の増加が見込まれ、高齢者の

暮らしを見守り、支える仕組みづくりが必要であると懸念されておりますが、次の点に

ついてお伺いいたします。 
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      １点目は、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦世帯の対策が懸念されていますが、この

間の特徴的な取組、実績、そして実情に合った、今後の対策についてお伺いいたします。 

      ２点目は、足の確保が求められておりますが、地域公共交通計画での位置づけなど、

その対応について伺います。 

      ３点目は、一人暮らし高齢者夫婦世帯の生活実態は把握されているのか。 

      ４点目、補聴器購入に助成する考えはないか、伺います。 

      ２件目は、国保事業の取組についてであります。 

      １点目、長期にわたる経済停滞と暮らしの困難によって、家計が疲弊し切っている中

の物価高騰は、町民の暮らしに、とりわけ深刻な打撃を与え、暮らしは大変であります。 

      そこで、次の点について伺います。 

      １点目は、収納対策の現状取組についてであります。 

      ２点目は、応能応益割合の考え方についてお伺いいたします。 

      ３点目は、マイナ保険証の取組の現状について。 

      ４点目は、国保税の引下げを求める質問であります。 

      ３件目の質問は、保育事業の取組についてであります。 

      １点目は、山元町子ども・子育て事業計画で示している推計児童数、施設利用見込量

等についての実態についてお伺いいたします。 

      ２点目は、待機児童対策等、これまでの対策の進捗についてお伺いいたします。 

      ３点目は、保護者が育休を取得している際の保育受入れ対応についてお伺いいたしま

す。 

      以上３件にわたる一般質問です。町長誠意のある答弁をよろしく、を求めます。 

議 長（菊地康彦君）町長橋元伸一君、登壇願います。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。遠藤龍之議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、高齢者福祉事業の取組についての１点目、一人暮らし高齢者や高齢者夫婦

世帯に対する取組について及び、３点目、一人暮らし高齢者夫婦世帯の生活実態の把握

についてですが、関連がありますので、一括してご回答いたします。 

      本町の一人暮らしの６５歳以上の高齢者世帯は、今年３月末時点で９１６世帯と、全

世帯の約２割を占めており、高齢者の一人暮らし施策は大変重要で、かつ喫緊の課題で

あると認識しております。 

      また、昨年度に６５歳以上の方を対象に実施した介護予防日常生活圏域ニーズ調査に

おいて、毎日の生活、健康、運動、地域活動などについての実態調査を実施し、その回

答結果では、特に鬱傾向リスク、認知機能低下リスクなどが高い傾向となっているため、

町といたしましては、地域活動や交流機会の増加を図り、高齢者の孤立防止、生きがい

づくりが重要であると捉えております。 

      本町では、これまで、緊急通報システムの導入のほか、サロン事業や見守り事業、高

齢者の保健事業と介護予防の一体的事業を実施しており、特に見守り事業においては、

生活支援コーディネーターを配置し、各地区民生委員、ボランティア等の福祉に携わる

関係者と連携を図り、高齢者が安心して暮らすことができるよう体制を整備してきたと

ころであります。 

      また、さらなる充実を図るため、今年度から、６５歳以上の高齢者等を対象とした見

守り機器の設置費用相当分の助成を始めております。 
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      一方で、コロナ禍の影響により、地域での活動の機会が減った方や周囲との関わりが

希薄である方が増えていることから、引き続き相談窓口の周知徹底のほか、関係機関や

団体等との連携を強化し、地域包括ケアシステムの充実強化を図ってまいります。 

      次に、２点目、地域公共交通計画での位置づけや対応についてですが、現在、策定を

進めている地域公共交通計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等、交通

関連法令に基づき策定するもので、第６次総合計画を上位計画としておりますが、地方

創生総合戦略や過疎地域持続的発展計画のほか、高齢者保健福祉計画、さらには介護保

険事業計画も関連計画として捉え、高齢者福祉事業とも連携を図ることとしております。

移動手段の確保に関わる具体的な対応策は検討中でありますが、町民バス等運行事業見

直し検討の中では、ご自宅と指定乗降場所の往復等に利用でき、主に高齢者の方にご利

用いただいているデマンド型交通の利便性向上を中心に検討を進める予定としておりま

す。 

      次に、４点目、補聴器購入の助成についてですが、昨年の第２回議会定例会の一般質

問で、お答えいたしましたとおり、日本では１０人に１人が聴力の低下を自覚し、その

中で補聴器をして使用している割合は１５．２パーセントと言われており、特に高齢者

の加齢性難聴は生活の質を落とすとともに、他人とのコミュニケーションや社会との関

わりが減ることで認知症になる原因の一つであると言われております。本町における補

聴器購入に関する助成制度は、障害者総合支援法による障害者手帳を所有されている方

への補装具支給のみですが、県内でも障害者手帳を所有していない方を対象とした助成

事業を実施している自治体もありますので、先進自治体の助成内容を参考に、認知症予

防やフレイル対策につながるよう助成制度の在り方について検討してまいります。 

      次に、大綱第２、国保事業の取組についての１点目、収納対策の現状、取組について

ですが、新規滞納者を発生させないことを課題として、督促状発送後も納付が遅れてい

る方に対しては、時間を置かずに電話による催告を実施するなど、税負担の公平性や納

税秩序の維持は重要なこととして収納率の向上に努め、ここ数年は９０パーセント弱と

県内でも上位の収納率を維持している状況であります。 

      また、財産調査や随時実施している納税相談を通じ、生活状況や収入状況等を把握し

た上で、個々の実情に応じた納税相談に取り組んでいるところであります。 

      次に、２点目、応能応益割合の考え方についてですが、国民健康保険税の算出基礎は、

応能割として経済的負担能力に応じた所得割と、応益割として被保険者１人当たりが負

担する均等割、その世帯に対する平等割で構成されております。その構成割合について

は、５０対５０が標準とされておりますが、市町村の実情に応じて適宜変更することが

できるものとなっており、現行税率での令和３年度の構成割合は、応能割合が４３．３

５パーセント、応益割は５６．６５パーセントとなっております。 

      その理由といたしましては、被保険者の職業が農業や自営業など多岐にわたり、前年

度の所得状況が影響することから、現在の割合に至っております。 

      なお、応能、応益割合については、税率改正に合わせて調整する必要がありますが、

低所得者の負担軽減等にも配慮しつつ、標準とされている構成割合に近づけられるよう

慎重に検討してまいります。 

      次に、３点目、マイナ保険証の取組の現状についてですが、国が進めているマイナン

バーカードと被保険者証の一体化については、高齢受給者証や、負担限度額認定証など
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が不要となるほか、診療や薬の処方の状況が確認できるため、被保険者の利便性向上は

もちろん医療事務負担の軽減や経費削減なども図られるものであります。本町の国民健

康保険加入者のうち、マイナンバーカードへの登録状況については、今年９月末現在で

約７割の方が登録を済ませており、医療費通知の発送に合わせて関連するチラシを同封

するなど、制度通知に努めております。 

      次に、４点目、国保税の引下げについてですが、先月の議会全員協議会において、国

民健康保険事業の現状についてご説明いたしましたが、昨年度、国の財政支援が対象外

となったことによる財政調整基金残高の大幅な減少に加え、県の国保事業費納付金の増

加や、団塊の世代が後期高齢者医療制度へ移行すること等による被保険者数の減少等に

より、国民健康保険事業の運営は厳しい状況にあります。そのような状況下においても、

今年度も検診無料化や、子供均等割軽減の拡充を継続し、被保険者の健康意識の向上や

負担軽減を図ってまいりました。 

      町といたしましては、国や県の動向を注視しながら被保険者の負担をできるだけ和ら

げつつ、国民健康保険事業が安定的に運営できるよう税率改正を検討してまいります。 

      次に、大綱第３、保育事業の取組についての１点目、子ども・子育て支援事業計画の

推計児童数、施設利用見込量の実態についてですが、待機児童が発生している３歳未満

児の本年度の推計児童数は、１５６人に対し、児童数が１５０人、施設利用見込量は８

８人に対し７９人となっており、保育利用率は５２．６パーセントとなっております。 

      また、町内保育所の入所児童数は、今月１日現在、つばめの杜保育所が１４７名、宮

城病院つくし保育園が８名、小規模保育事業所なないろ保育園が９名の合計１６４名と

なっており、つばめの杜保育所においては、今月１日時点でゼロ歳児の待機児童が４名

発生している状況にあります。 

      次に、２点目、待機児童対策等の進捗についてですが、１点目でお答えしたとおり、

宮城病院内つくし保育園の地域枠拡大や、小規模保育事業所なないろ保育園との連携強

化に努めてきたところであります。本町の児童数は、少子化に伴い、年々減少傾向にあ

るものの、ここ数年はゼロ歳児から２歳児を中心に、保育ニーズの高まりを見せており

ます。このような状況から、保育士採用による人材確保に力を入れるため、先月、担当

職員に保育士養成学校を訪問させ、町の現状と保育士不足で人材確保が必要であること

を伝えてきたところであり、今後も継続してまいりたいと考えております。 

      また、今年度から、町内保育所と幼稚園の児童福祉等施設職員が一堂に会し、本町の

子育て環境に関する課題や各施設の取組状況など、子育て支援策の在り方について検討

を行うことを目的に、山元町児童福祉施設情報交換会を開催し、検討を重ねてまいりま

した。その中で、令和７年４月から、やまもと幼稚園が、幼保連携型認定こども園へ移

行するとの報告を受けており、町といたしましても、できる限りの支援を行ってまいり

たいと考えております。 

      次に、３点目、育児休業を取得している際の保育所受入れ対応についてですが、本町

では、第１子が保育所入所中に、保護者が第２子を出産し、その子供に係る育児休業を

取得した場合でも、第１子は保育所に対処することなく、保育所を退所することなく継

続して保育所を利用することができる取扱いをしております。 

      以上でございます。 

議 長（菊地康彦君）３番遠藤龍之君の再質問を許します。 



- 48 - 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。一人暮らしや高齢者夫婦世帯の世帯数の推移について伺います。

先ほどの答弁で、本町の一人暮らしの６５歳以上の高齢者世帯は、今月、今年３月末時

点で９１６世帯というようなことで、全世帯の２割を占めているというような答弁もご

ざいましたが、一人暮らしと夫婦世帯の世帯数の推移について、取りあえず伺います。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。担当課長のほうよりお答えいたします。 

保健福祉課長（齋藤 剛君）はい、議長。ただいまのご質問の一人暮らし世帯のほうですけれども、

まず９１６世帯ということで申し上げておきます。１０年前ということで推計取ってい

るんですけれども、平成２５年ですと、１２．１パーセントというような割合でござい

ました。今回、２割程度ということで、実際には１８．６パーセントということで、６．

５ポイントほど上昇しているというような推計になっております。 

      あと、夫婦世帯についてでございますけれども、正確な夫婦世帯っていうのはちょっ

と押さえることはできずにですね、高齢者二人世帯というふうな形は捉えております。

こちらは今年度のみになりますけれども、今年度一人暮らし世帯と同様に今年３月末時

点ということになりますけれども７７２世帯が、二人暮らし世帯、高齢の二人暮らし世

帯というような状況にございます。 

      以上です。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。一人暮らしや高齢者夫婦世帯については、皆さんが出している

山元町高齢者福祉計画第９期介護保険事業計画というところで示されているんですが、

それについては、今回９期、前回８期ですね、一定のこの事業所計画をから拾った数字

では、多分、２０００年、平成１２年、この２つから拾い上げるとですね、読みますと、

ちょうどこの２０００年というのは介護保険制度が始まった年ではないかなというふう

に思っているんですが、その時点では５，１４９世帯のうち、全世帯数ですが、一人暮

らしは２６２世帯、５．１パーセント、夫婦世帯は４３６世帯、８．６パーセントとい

うふうに示されていますのが、今年ですね、２０２３年先ほどの数字を見れば、一人暮

らしでは、もう９１６人、世帯ですね、４倍、３倍ですか、近い３．何倍、４倍弱増え

ている、この２０年間の間ですね。夫婦世帯はここには今日の答弁で示されていなかっ

たわけですが、先ほど言った７７２世帯っていうと、これも倍近くの数字になっている。

この辺の推移を見たときに、本当にこの、あとこの調査結果、アンケート調査結果でも

ね、いろんな対策が指摘されているんですが、まずはこの現状認識について、町長はど

う思われるか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。現状の推移ということではなくてですね、まず今の現状の数値、

結局先ほど課長のほうからお答えしましたようにですね、一人世帯が９１６世帯もある

と、二人世帯がですね７７２世帯、もう本当に１，７００世帯、もう高齢者のみの二人

か、一人か二人で暮らしている世帯があるということは、これは本当に大きな問題であ

るというふうな認識ではおります。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。そうした現状認識を基に、じゃあどのような対策を取るのか、

あるいはこれまでのどのような対策が取られてきたのかということなんですが、もう急

激に増えているんですね、この１０年で、それに追いついた対策となっているのかとい

うことの確認なんですが、どんな取組をしてきたか。８期の事業計画、これは令和３年

から６年までの計画になっているんだけれども、５年がな、５年、そのときの課題とし

て言われているのが、８期っていうのは２１年から２３年だな、２３年というのは、令
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和５年、令和３年から令和５年、取組の課題として示しているのが、この時期で、高齢

者の単身世帯は１２．４パーセント、夫婦世帯は１５．６パーセントで、国、県より大

幅に高いというふうに、その深刻さをもう既にこっちのほうでね、２年前３年前ので指

摘しているんですね。で、それに対してこの３年間の取組はどうだったのかということ

を、まずお伺いいたします。実績、対策の実績等々ね。例えば。 

保健福祉課長（齋藤 剛君）はい、議長。これまでの取組ということで、介護保険事業計画につい

ては今施行しているのが第８期ということで継続的に取り組んでいるということでご理

解いただきたいんですけれども、やはり高齢化率が高いということからすると、介護予

防事業というのが大きな事業の展開の一つになってくるということ、あとはやはりです

ね、単身世帯が増えているということからすると、見守りの関係ですね、そういった意

味での対策ということで、これまで、継続して取り組んできているというところになり

ます。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。そして、今、出てきました見守りの対策、しかしながらこれが

毎年確認してきたんですがね、見守りの大きな一つで、一人暮らしのね、大きな不安と

して、懸念として緊急通報システム等々のね、安全確保という確認の対策がね、ずっと

この低いレベルで進んでいるっていうと、その都度、予算、決算で確認してきていると

ころなんですが、その辺の動きが、成果が見えないという不安、懸念があります。それ

に対して、今年度、新年度ですねに、それに替わるっていうか補聴器、補聴器でね、見

守り何とかという、見守り機器の設置で、そして対応するということになっているんで

すが、その取組について、今年度の新年度の取組について確認します。 

保健福祉課長（齋藤 剛君）はい、議長。今年度からスタートしております見守りの機能の助成事

業でございますけれども、これまでの緊急通報システムについては、ある一定の条件の

方しか該当になってなかったんですけれども、より多くの方に、ご活用いただくために、

６５歳以上の高齢者世帯であれば活用できるというような形で制度設計して、やはり見

守りに活用するために器具が必要ということになりますので、あとは毎月の利用料金と

いうようなことで、１人１回にはなりますけれども、上限１万５，０００円ですね、こ

ちらのほうを助成している事業になっております。 

      今回、制度を設計しまして、７月の広報、あとは、今回の１２月の広報でも周知をし、

また民生委員、あとは介護事業所の担当者等々ですね、周知を図ってはいるんですけれ

ども、残念ながら現在のところ１件、申請受付して、助成している状況でございます。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。その結果については、新年度ですね、４５万円というのがね、

今の話で４０人分、３０人分かというせっかく予算立てしておいてね、今この時期にな

ってもまだ１人というのはね、本当に、取り組んでるんですかと、非常に不安、懸念を

持たざるを得ない現状です。だからその前、この深刻さをちょっと強調する意味でこの、

その推移なりね、現状なりを確認したんですが、その辺ね、今の答弁ではちょっともう

心配でならない、この一人暮らし、あるいは高齢者の人たちでね。こんなこと言っても

結構事故あります、一人暮らしの方でね、お風呂で亡くなっていったとかね。そういう

これからどんどん、あとは知られていない、そういった現象があんのかなと心配、こん

なにこんなにいるとかということで、まずこの取りあえずこの一人暮らしのね、あるい

は高齢者世帯の施策については、もっと深刻に受け止め、対応していかなければならな

いのではないかというふうに思います。 
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      最終的にはあれですが、あともう一つはですね、このこの調査によりますと高齢者の

不安、懸念何かっていうと、あとは、１人当て、ここで示されているんですけれどね、

８期の課題の中でもう一つ、孤立している高齢者は１割未満の少数ですが、生死の関わ

る問題もあるために、安否確認や相談支援等のアウトリーチが必要であるという令和３

年、８期の計画では課題として挙げているんですが、その取組はどうだったのかと。こ

の辺についてはね先ほど答弁の中にもあったかと思いますが、ここで言われるこのうん

と重要視しているのはこのアウトリーチというね、ちょっと分かんない、この一応辞書

で調べたんだけれども、そういう表現で強調しているんだけれども、手を差し伸べるっ

ていうかね、それを公的機関や文化施設などによる地域への出張サービスというような

ことが私の安い携帯の辞書で調べたらこういう話、この辺の具体化がちょっとよく分か

らない。多分、これももう見守りとか何とかそういうとこにつながるようなね、対策な

のかということにも、勝手に思う、そういうふうに思うわけですが、具体的にこの辺の

活動というのをね、ここに示した以上ね、具体的にどういう事業をそのアウトリーチっ

ていうのはね、どういう事業だったのかっていうのを確認したいと思います。 

保健福祉課長（齋藤 剛君）はい、議長。今実施しているのが、生活基盤体制整備事業ということ

でよく言われていますけれども、生活支援コーディネーターとかがですね、訪問なり、

相談に応じるというようなことで、いろいろな高齢者の問題あると思いますけれども、

民生委員とか、いろいろ地域包括支援センターとか、あと役場のほうに寄せられて、そ

ういった意見を踏まえて、このコーディネーターのほうで相談に乗ったり、あとはです

ね、別の機関につないだりというようなことで、こちら側からの働きかけということで

アウトリーチということでご理解いただければと思います。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。ちょっと、今の形でちょっとすっと抜けていたところがあるん

ですね。具体的にね、どういったじゃあ体制で、どういった対応でそういう活動してい

るのかね、ちょっと見えないとこが、今のちょっと言ったのかも分からないけれども、

今ちょっと空白部分があったんでもう１回、具体的なね、アウトリーチっていうのの活

動というのをどういった活動なのか、改めて確認したい。 

保健福祉課長（齋藤 剛君）はい、議長。生活支援コーディネーターというのを業務委託というよ

うな形で、社会福祉協議会に１名、あとは地域包括支援センターのほうに２名配置して、

３名で、行政区全体を見ているような業務になりますので、そういった人たちがですね、

地域のほうに入ってですね、それぞれの悩みを聞いたりとか、そういったことで情報を

吸い上げて、介護保険制度の周知ですとか、いろいろなサービスにつながるような活動

をしているということでご理解いただければと思います。 

 ３判（遠藤龍之君）本当にそういう体制で今求められているこの深刻な事態を、で対応できるの

か、今、１人とかですね、３人ね、４人でも、さっき言った深刻な事態というのは、も

う既に今年で９１６と７７０、１，６００世帯、人数にするとその倍、夫婦の人もいる

からね、そういった人たちの対応をするために、それでいいのかどうかと。そのほかに

民生委員さんとかね、いろいろいますから、あるいは区長さんとかね、ですから、です

が、やっぱり見逃さない、そういう人たちをね、現実にはそういう事故に遭っている方

がね、いろいろいるわけですから、その辺の現状をね、きちっとつかんで、そして対応

に結びつけないとうまくないのではないかということを指摘しておきます。 

      それにつなげてですね、足の確保、公共交通がね、そこにもつながるんですが、そう
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いったお年寄りが、山元町内でどのように分布しているのかというね、そういった実態

調査、今、私、実態調査のところも質問しているよね。どこに答えあげていたかあれな

んだけれども、その辺のね、この精度の高い実態調査ですね、どこどこに分布している

のか、大平区には一人暮らしこのぐらいいるよ、町部にいるのか、山奥さいるのか、俺

は山奥なんだけれども、というような精度の高い調査が必要ではないかと思うんです。 

      そしてそのことについては、新しい今度のね、計画の中にイコールではないんですが、

イコールで実態調査をするという、するし、あれ間違えた。この６１ページにあるんだ

けれども、新しい今度の案の中で、これ地域包括支援センター機能強化という分野の中

の項目、１項目なんだけれども、ここには一人暮らし高齢者が増加する中、緊急時にも

円滑な支援が行えるように、一人暮らし高齢者台帳を作成し、実態把握に努めています

と、もうこの時点で、努めているんだから実際にやっていることになるんだよね。これ

は一人暮らしの方を対象にした実態調査、ここに表現している実態は、実態調査でねえ、

実態把握だな、ここで書いてあります。というもう既にそういうね、実際、実態をつか

むという調査が、やっていることになっているんですが、その辺の現状と併せて、そこ

までやっているんだったら夫婦、高齢者、夫婦世帯の実態、俺、これは足の確保にもつ

ながり、つながると思っているんだけれども、どこにどういう人たちがいて、それによ

って、今度地方公共交通事業計画っていうのもね、今ここで検討中策定中ですから、や

っぱそこに生かすべきだと。そしてこのことについては、先ほどの答弁の中で連携して、

高齢者福祉事業と連携してってのは町民課のほうからね、公共交通からのではそういう

答えで、連携を図って、今、両方に取り組んでいる、高齢者福祉の対策とあと全体足の

確保、まずその中で、こういう実態把握が必要だということをね、まず、その前に、先

ほどの答弁の中にあった高齢者福祉事業との連携を図るというふうに表現して、表明し

ているわけですが、これまで、どのくらいの連携を図ってね、とても今事業計画を立て

ているところなんだから、そうすると、当然、何回ね、何回連携、一緒にこの連携をし、

会議でも何でもね検討している。これまで何回やってそこでは何が課題で何が問題で何

が対策でっていうようなお話合いはなされたのかどうかと聞いているんです。 

保健福祉課長（齋藤 剛君）はい、議長。これまでの計画に、計画策定に当たっての会議というこ

とでございますけれども、この素案については、まず、１回ですね、策定委員会のほう

でご説明させていただいているような状況でございます。あとは高齢者台帳の把握とい

うようなことですけれども、これは実際にまだ実際行っている最中ということでご理解

いただきたいと思うんですけども、月１回は、生活支援コーディネーターを介した会議

を行いながらですね、情報共有を行っているというような状況でございます。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。まずは入り口の部分でね、町民バス関係と福祉関係での話合い

は行われてきたのかという質問です、今の。というのは答弁の中で地域共通の足の確保

の問題で、答弁で地域公共交通計画云々ということでこの答弁のあれは町民生活課なん

だけども、そこでは、のほうでは、バス関係と高齢者福祉対策の中での足の確保という

部分で、があって、ということがあるから連携し、高齢者福祉と連携してバス事業計画

は連携して進めているというのが先ほどの答えに、答弁の中にあったから、今確認、ん

だこったらどのくらいそれをこれまでやってきたのと、今ちょうどもう、どっちももう

計画終わっとこだべ、終わっとこですね。もうほとんど結論が出てくるようなっていう

動きの中で、その部分であるならば、当然、何回かそのね保健福祉課と町民生活課で連
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携のっていうのが図られた、図るっていうことを言ってるわけだから、その中身はどう

いった中身なんですかということの確認でした。だからどっちでもいいですよって言う

の、答えんの。 

町民生活課長（鈴木宏幸君）はい、議長。お答えいたします。まず、連携のお話ですけども、先ほ

ど来出ております高齢者保健福祉計画、それから介護保険事業計画、これらの中で高齢

者の高齢者の中でも、特に移動の手段を必要とする方への移動手段の提供については、

高齢者事業単体というよりかは、町民バス事業の中で提供していくというような趣旨で

記載がされておりますので、それを町民バス事業の中で検討しているということでござ

います。 

      ちょっと保健福祉課と町民生活課が一対一での打合せという部分に関してはちょっと

手持ちの資料ないですが、持続可能なまちづくり推進本部会議の下に班長級で構成しま

す検討委員会、そのさらに下に地域公共交通専門部会というものを設置しておりまして、

こちら事務局については、企画財政課と町民生活課、そしてその中に保健福祉課、あと

は学校関係とかも入っておりますけれども、そういった中で包括的に検討した中で、今

現時点としては、先ほども伊藤貞悦議員にお答えいたしましたが、デマンド型乗合交通、

ご自宅までですね、バス停まで歩くのも大変というような方々に対する足として、そう

いったものを提供をするということで詳細を検討していこうとなっているというような

まだ段階でございます。 

      以上です。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。この地域公共交通計画でもう取上げ、そういうことでね、そう

いった人たちを対象に、その計画として取上げているということです。ぜひそれはね連

携してやってほしい。その際に、その際に、何か、何回も出てくんだけれども、この介

護保険のね、８期から９期に変わっていく、今ニーズ調査とか、何調査をやって、アン

ケート調査をやって、そういったものを拾って整理して、それとか課題ということでま

とめているんだけれども、そこで示されているのが、やっぱりさっきの一人暮らし、何

暮らしの懸念ということと、足の確保ですね、このことを本当に心配して、もう弱者、

あとはこの間も出てきていますが、に伴って生まれてくる買物弱者とかね、買物に行け

ない、あと併せて聞くけど、免許証返納した方のね、もう生活ががらっと変わると。特

に山奥さ、山奥っていうかね、本当にそこにそういう環境にないところではね、歩いて

いくわけにもいかないというね、だからそういったものを含めて、そういう状況現状が

あります。 

      ということで、これはそれでさっきのちらっと言ったわけですが、やっぱり高齢者が

本当にね、安心して暮らせるような環境をつくるためには、そういった人たちをね、本

当に一人一人正確につかんで、その人たちの要求を集めて、その人たちが生活できるよ

うな足の確保とかね、交通公共公共交通のね、整備も必要なのか、そういう意味では非

常に合体してね、もっともっと密にこう話し合ってね、このことについては取り組む必

要があると。もう今ね、もはやもう大体もうできているとかね、いうようなとこだと思

うんだけど公共交通のほうもね、やっぱりそこで本当に精度の高い、そしてこれは大体

もう分かっているんだよ、俺はね、聞き取り調査をね、１軒１軒ね、聞き取り調査をし

て、アンケートというんですね、そういうことでもね、対応すべきだと。そして本当に

漏れない事業計画っていうかね、にすべきだと思うんですが、と思いますが、この件に
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ついてはまだまだいろいろ細かいこともあって、今後の課題ともしたいんだけども、ま

ず取りあえずはね、考え方としてね、案外とやっぱり、そこまで、やっています、町と

してはやってね、対応すべきだというふうに思いますが、これについては町長さんのお

考えを。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。今言った福祉計画、それから町民バス、公共交通ですね、につ

いては、やはり一番はやっぱり高齢化率が高いというところなので、今、議員が言った

ようにですね、そういう方たちをどうやってカバーしていくかというところに観点を置

いて、話合いをしながらですね、計画をこちらでも進めているところであります。 

      ですから、さっき言ったように、委員会３つぐらい、今さっき、課長が並べましたが、

その中に関係各課の班長級だったり、その下だったり、そういう中でちゃんと意見、お

互いのですね、情報をきちっと共有しながらというところで進めておりますので、あと

はそこに関わるそれ以外の要望なり、いろいろな意見を聞いたのも含めてですね、町と

してはできるだけ中途半端にならないような形で進めているつもりではありますが、説

明したときにも私も言ったと思うんですが、いきなりスタートして、すぐ１００パーセ

ント丸というふうな形になればいいんですが、そうでもなくスタートすればそれなりの

またやっぱりいろいろな角度を変えて見ると、抜けている部分とかも出てくると思いま

すので、その都度それは少しずつでも改良できればというふうに、気持ちとしてはです

ね、今、議員が言ったようにですね、そういう高齢者で、特に買物、病院、いろんなと

ころ、そういうものも含めて、その足の確保、交通手段の確保というところを重点的に、

そしてあとは高齢者であれば、一人暮らし、二人暮らしであれば、やはりその見守りの

部分を重点的に考えながら施策をですね、今進めている状況でありますので、その辺を

ご理解いただければというふうに思います。 

      なのでそういう中で進めてはおりますが、今回もこうやっていろいろ質問をいただい

ております。何か気になることとか、気がついたことがあれば、その都度、ご意見をい

ただければ、こちらのほうではそれを考えながらですね、進めていければというふうに

思っております。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。これ通常の活動ということになるとね、いろいろと制限が出て

くるようなんで、この場で本当は対応したいと思うんだけども、いずれね、このことに

ついては、やり取りしながら、やり取り確認しながら、あの非常に深刻な問題であると、

それに対する対策はね。ということを強調したくて確認します。 

      この件については、４点目の補聴器助成についてなんですが、答弁の中にも、認知症

予防やフレイル対策につながるよう助成制度の在り方について検討を行う、これ検討で

終わるのでね、答えとしてね、このことについては、聴力の低下に伴って会話やほかの

人たちとのつながりが減り、ひきこもりがちになる。答弁でも触れていますが、認知症

や鬱病の発症にもつながるおそれがあるものであり、負担の重い補聴器の購入助成など

に踏み出す自治体が今増えているようです。ということで、ということにも倣いながら、

参考にしながら、ぜひ早期の実現、強く求めておきます。この件についてですね。 

      次に、２件目の国保についてお伺いいたします。収納状況の取組について、改めて確

認しますが、現在の滞納額については収納額について、収納というかね、収入未済額に

ついては、決算資料を見て額については分かるんですが、じゃあその内訳となる滞納者

数はつかんで、当然つかんでいると思うけれども、は、令和４年度のあれでは何名にな
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っているか。 

税務課長（大和田紀子君）はい、議長。ただいまのお尋ねでありますが、令和４年度分については、

約１５０名が滞納者となっております。 

      以上です。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。この辺の推移って分かりますか、分からなければいいけれども

まず、１０年前と比較してどのくらいになっているか。いえ、分かんないようですね、

分かりました。ちょっとこの１５０名の内訳で、所得区分ですよね、これはどいなぐな

っていますか。 

税務課長（大和田紀子君）はい、議長。ただいまのお尋ねでありますが、内訳についてはこちらで

職業の状況とかを確認しておりまして、ちょっと所得区分については短期保険証の対象

者をちょっと対象にお話しさせていただければと思いますが、やはり所得的には低めの

方が多いんですけれども、ただし国保世帯全体を見たときに、低めであることは変わり

ありませんので、苦しい中でも頑張って払っていただいている方もいらっしゃるという

ことで、こちらとしましては公平公正に対応してまいりたいと考えております。 

      以上です。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。１５０名と、私、安心っていうか、こんなものかというふうに

実は逆のびっくりなんですが、この１５０名の内訳、今いろいろ言われましたが、この

中で資格証、短期証発行の発行状況、交付状況がどうなっているか確認します。 

税務課長（大和田紀子君）はい、議長。令和４年度については１８世帯は短期保険証の対象となっ

ておりまして、令和５年度については、約２０世帯、失礼しました。２２世帯が短期保

険証の対象となっております。 

      以上です。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。資格証の発行はないのね。 

税務課長（大和田紀子君）はい、議長。資格証については今年度は発行いたしておりません。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。短期保険証は、の条件、条件というか、何か月に１回、私の記

憶では短期保険証は６か月とかね、３か月というのは記憶しかないんですが、今現在は

何か月で発行しているのか。 

税務課長（大和田紀子君）はい、議長。状況に応じまして３か月または６か月ということで短期証

を発行いたしております。 

      以上です。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。ですよね。ところが、私、ある人から毎月呼び、呼ばれてその

都度納税相談というか、ということでね、というふうな話もあったもんですから、今確

認しているんですが、ていう事実はありませんね。 

税務課長（大和田紀子君）はい、議長。１か月はないと思いますけれども、分けて払っている方、

毎月来ていただいている方がいらっしゃいますけれども、誠意を持って履行していただ

けない場合はこちらでいろいろ法的な手段を取っておりますけれども、きちっと履行し

ていただいている方については、３か月及び６か月の短期証を発行しているところでご

ざいます。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。それが正常だと思うんだけれども、ただ、そういう事実があっ

たと言ったもんだから一応確認します。あと、この件についてはねいろいろありますか

ら、後で確認させていただきます。 
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      今の話で納税相談、とにかく、短期証はね、変えなくても、毎月、来てもらう、来て

もらうとかいろいろと思います。いずれそれは、さらにこの事実確認して、実は今確認

したのはやっぱり短期保険証は３か月、６か月での対応ということで、それをしっかり

とそういうことで本当は、それは、というのはねいろいろあるんだけれども、本当にみ

んな滞納して、そういった本当に悪質でないければですね、それなりの対応というのは

ねというふうなことを伝えておきます。次に、それをね、若干安心しましたという話ね。 

      次に、応能応益の考え方なんですが、そもそもといいますか、応能応益、まずは国の

考え方の確認なんですが、先ほどの答弁の中で５０対５０が標準とされると、しかしな

がら我が町では４３対５６ということで対応しているということですが、まずこの国の

考え方についてどのような認識をお持ちなのか。５０対５０が標準というのはなぜなの

か、その根拠は何かということを確認したいと思います。 

保健福祉課長（齋藤 剛君）はい、議長。５０対５０の考え方でありますけれども、やはり所得能

力ですかね、負担能力に合わせて、保険税を徴収するということに尽きるかなというふ

うに思います。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。それが国の考え方と、５０・５０というふうな、にされている

根拠といいますか、理由ということで受け止めていいんですね、国、国がそういうこと

で、これはね、いろいろ考え方あるとは思うんですが、５０・５０って所得、応能割と

いうのは力のある人、平等割というのは誰が誰でも一律に頂くということで、普通の考

え方は、普通から応能応益、応益をね、少しでも逆に言うと、少なくっていうのが一般

的な考え、一般的だというかね、今、そういうことから考えると、この理由もね、ちょ

っと逆でねえのかなと思うけれども、その理由として、被保険者の職業が農業や自営業

など多岐にわたり、前年度の所得状況が影響することから、現在の割合に至っていると

いう答弁なんですが、これ逆でねのかなというかねというかね、おらほの場合、そもそ

も山元の世帯は低所得者が多いし、あと先ほど出てきた所得区分別の納税を見てみると、

令和４年では、その他が４２．９パーセント、所得なしが１９．４パーセント、所得、

その他の内訳がね、知りたいところなんですが、ほとんどの低所得者じゃないのかなと、

営業も農業も非常に少ないです。営業も農業も多分低所得だというふうに考えたときに、

これは逆こういう人たちもひとしく頂くんだから、金、収入が少ないところからもね、

平等割のほうが多いということではね、これを全く真逆の考え方なのではないのかなと、

山元町の場合ね。そういうことがあって、そういうことがあって、応能応益割について

は税率改正に合わせて云々という答弁があるわけですが、そういう調整する必要がある

というふうに答弁の中では言っているわけですが、そういう受け止めでいいのかどうか

確認します。 

保健福祉課長（齋藤 剛君）はい、議長。応能応益割の区分につきましては、議員おっしゃるとお

りですね、５０対５０に近づけていくというのが理想的なことだと考えております。こ

れを合わせるのはやはり税率改正のときでしかございませんので、そこでですね、試算

をしまして今回も検討していきますけれども、その際にお示ししていきたいと考えてお

ります。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。そういうことでですね、あとはその引下げ、国保税の引下げを

ね、求めているわけですが、何かいろいろこう聞いてみますと、何か不安、多分検討し

ますの中身は上げる要素ね、このような状況なってくるとね、これはね、それではね、
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やっぱり、こんなにひどいときにね、物価高騰なのに、そこはね、大いに避けるべきだ

というふうに考えています。併せてそれでも駄目だという場合にやっぱりこの低所得者

の人たちが平等割等々ね、やっぱり、やっぱりでなくて、その辺も十分に検討しながら

ね、この改正については取り組むべきだということを、さらっと訴えておきます。 

      ということで、国保税についてはもう本当に。 

議 長（菊地康彦君）遠藤さん、１回休憩。 

                                             

議 長（菊地康彦君）暫時休憩といたします。再開は１４時３０分、１６時ですね。１６時３０分、

４時３０分の再開となります。暫時休憩。 

午後４時１７分 休 憩 

                                             

午後４時３０分 再 開 

議 長（菊地康彦君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）先ほど税務課からの答弁の中に訂正があるということですので、説明をさせ

ます。 

税務課長（大和田紀子君）はい、議長。先ほど遠藤議員からの質問の中で、１か月の短期証の人数

でございますが、２世帯ありましたので訂正させていただきます。 

      以上です。 

議 長（菊地康彦君）よろしいですか。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。今の訂正についてはその辺の対応をしていただきたいというふ

うなことを伝えて、３件目の保育事業の取組について伺います。まず、その待機児童の

ね、この間の推移について伺います。多分これ、ちゃんとね、担当課のほうでもきちっ

と整理しているようなんで、すぐに出てくるかと思うんです。お伺いいたします。 

子育て定住促進課長（佐藤睦美君）はい、議長。待機児童の推移となりますが、まず４月１日現在

ですと人数は少なくなっております。令和元年ゼロ人、令和２年が１人、令和３年が９

人、令和４年がゼロ、令和５年が１名となっております。 

      なお、こちらのほうが年度末ということで３月３１日になりますと、令和元年度で２

４人、令和２年度で１１人、令和３年度１９人、令和４年度１３名となっております。 

      なお、令和５年度に関しましては、先ほど説明しましたように１２月１日現在で４名

となっております。 

      以上でございます。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。後から言ったやつちょっとおかしい。二十何人もいるってこと、

数字、あのいいは、いいは、多分同じ資料だと思うんで、令和５年９月５日作成のやつ

で示されているのはいつも大きく変わるのが、初年度は、年度当初はゼロでも、途中で

多くなるっていうことで出てくるというようなことで、何回もこれは確認されているこ

となんですけれども、そういった意味で初年度は、初年度って当初はゼロでも、例えば

令和元年は、初年度は、初年度ないね当初はゼロ人でも、９月になっと９名に生まれて

いると。令和２年もしっかりですね１名が９名、令和３年はもう当初もがもう多くて９

名で、それが９月１日になるとさらに増えて１１名、なぜか令和４年はゼロ、１で済ん

でんだけれども、ゼロ、１というかね、当初はゼロで、そんでも１名が途中から生まれ
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ていると、令和５年は今言ったように、当初は１名だったんだけれども、先ほどの５名

じゃなくて４名がね存在しているということを見るとですね、全く、全くっていう表現

はね、申し訳ないけれどね、対策が取れているのか、この数字からだけを見ればですよ。

毎年毎年対策する対策するって言っているにもかかわらず、この辺の推移から見るとね、

その取組が見えないんですが、この件についてはやっぱり町長からね、まず、推移につ

いてのことをどう思われるかということでの質問とします。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。待機児童につきましては、やはり１人でも２人でも、人数が多

い少ないというよりもですね、１人でもいれば、やはり大変なことだというふうに認識

しておりますので、これについてちゃんとやってないんでないのかと言われますと、そ

れに対して言い訳することはできません。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。そういうことで、そういうことというかね、結果としてはそう

いうことで、その前に、いろいろ対策は講じていると思います。思ってもなかなか前に

進まない。少なくとも去年から今年にかけてですね、何かこれまでと違った具体的な特

徴的な対策というのを講じられたのか、対策を講じてもその結果駄目だったということ

でもいいんです。やっぱりいろいろ工夫してね、対応していかなくちゃないってことは

何回もこの訴えているところなのにもかかわらず、結果としては生まれてこないという

ことを確認しますが、確認します。 

議 長（菊地康彦君）どちらですか。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。答弁の中では、宮城病院つくし保育園の地域枠拡大や小規模保

育事業所なないろ保育園との連携強化を努めてきたところというのがね、いろいろ対策

を講じてきたということなんですが、毎回同じ答弁になっているのかなというふうに、

いや、こういうことで対応している、して、そしてその結果ゼロになればいいんです。

対策になるんですが、その辺の対策はどうだったのか。ただ、今、毎年同じような体制

を講じているんだけれども、結果として表れなごったらば、去年から比べたって、また

それまでと違った対策っていうのもあったのですかという素朴な疑問からの質問です。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。先ほどちょっとだけ触れましたが、結局そのニーズの部分もあ

ります。今までその子供の数に対して保育所に入れたいという方の希望する数も増えて

いると。ですから、おかげさまでという表現もおかしいんですが、確かに新しく生まれ

てくる子供の数は多少なりと減ってはいるんですが、こちらで予想していたほど減って

もいないという部分もあり、あとニーズが増えてきているというところもあって、微妙

な差ですけれども、毎年数名ですけども１人なりとか、３人、４人、５人、そういう部

分の差は出てきております。先ほど言いましたように、いろいろと町としても対応なり

何なりをどうするかとそういうことでの話合いはしているんですが、それにまず追いつ

いていないという部分で、毎年１人でも、４人でも待機児童を出しておりますので、そ

この件に関しては、こちらとしてはですね、本当に何も言い訳ができずにですね、やっ

ぱり足りないから対応し切れてないという部分があると思いますので、その辺は今後も

ですね、何とか子供の数を増やそうと思って、対応対策をしているわけですから、そこ

に向けて、何とか今後の計画なり、何なりをちょっと考えていければというふうに思い

ます。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。一生懸命やっているということは伝わってはくるんですが、で

どのくらい、やっぱり問題のね、本質をね、現状認識をどう対応していく、取り組んで
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いく上での姿勢っていうのはね、非常に大事だと思うんですが、このやっぱりこの深刻

さをどう受け止めるか。そしてその深刻さに対してどういう対策を講じるのかというこ

とになると思うんですが、その点ではちょっと残念ながら計画ね、ここでもこの計画が

出てくるんだけれども、計画にね、示されている見込量と確保方策ということで、計画

として示しているんです。この計画にちゃんと素直というのはうまくないな、でなくて、

ちょっとこれに沿ったこのね、事業に取り組んでくれれば、待機児童は生まれないとい

うことになっているんです。この計画の中に一言も待機児童という言葉が出てこないん

ですよね。出てこないよな。出てくるな、この対策とかって、この、ここでのね、ゼロ

歳児、３号認定、これに示されている確保方策についてということでは、少子化に伴い、

児童数は減少傾向にあるものの、核家族化の進行や女性の社会進出に伴い、今後は保育

ニーズの高まりが見込まれます。特に将来的にはゼロ、２歳児の保育ニーズの増加が予

想されるため、なぜこの部分もおかしいんだな、ため、まずはね、ゼロから２歳児の保

育ニーズの増加が予想されるため、ここは正確だな、利用率の推移を注視しながら、小

規模保育事業等の設置も視野に入れ事業量の確保に努めます。 

      これはね、令和２年度以降になったから、そしてそれに伴って小規模事業をね、やっ

たとか、つくし園をやったと、やっているんだけれども、なお存在しているということ

は、これはね、対策強化になってないんですよ、結果としてね、結果として。本当の本

当の対策は何なのかと、本質っていうことになっていくんだけれども、そして、ここだ

け確認ですけれども、この計画に対して、今回は見込み量、令和５年度の見込量として

は８８名、３号認定、それに対する確保方策として９７名、８８が見込んでいる、それ

に対して９７名は大丈夫だよと、９７名までは大丈夫だよというのが、ていうのがこの

計画に示されている数字なんです。ところがじゃない、しかしだ、結果を見てみますと、

８８の見込量に対して、令和５年度については７９名、今現在ね、という結果なんです。 

      どういうことかっていうのを分かります。十分に入れるんです。にもかかわらず、生

まれているという原因はどこにあるのかと、定員との関係もあるんだけれども、１５０

名定員というところさ１４８名、それでもね、全体のね、待機児童がいる。そこはね、

これはちょっとこう理解できない。だから、その辺でこの体制がどうなってんのかとか

ね。根本的なとこにつながっていくと思うんだけれども、そういうそういうこと自体が

ずっと続いている。この保育事業で、そのことによって入れない保護者、子供がいると

いう非常に重大な、深刻な、この県でもこの事態を生み出している、この大きな根本原

因がどこにあるのかってのは最終的にちょっとね、確認したいと思うんですが、この、

この現象についてはどう受け止めているか。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。後からということも言いましたが、結局、こちらの見方もちょ

っと甘かったのかなと思いますが、ゼロ歳児ですね、の部分での待機児童というのが、

うん、最近になって増えておりますので、ゼロ歳児、入園したいというゼロ歳児の方の

ニーズがこちらの予想よりも多く、最近増えていると、ですからこちらの見方が甘かっ

たという部分もあるということは認めたいと思います。 

      ですから、そこの部分ですね、５歳とか４歳とか、そういう部分については入ろうと

思えば入るんですが、結局ゼロ歳で待機児童が出ておりますので、最近やはり若い方で

も、家を持って夫婦で仕事をしなくてはならないという家庭も増えてきております。町

としては、若い方たち、子育て世帯を一生懸命、定住促進して呼び込もうとしているわ
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けですから、やはりそういう部分をですね、何とかできるように対応していくのが、町

としての役割なんだろうというふうに思いますが、そこの部分に対応がちょっと行き届

いていなくてですね、そこでの待機児童が出ているという部分ですので、今の状況の中

で入れるかというと、結局今の状態ではまだ入れない状態になっていますので、そこの

部分を今後、今までとちょっと考え方を変えて考えていかないと、それでも、ゼロ歳な

り、１歳の部分のニーズというのが、約５０パーセント、６０パーセントぐらいですの

で、さらにそのニーズが増えてくればですね、今後もどうなるのかなあというふうに思

いますので、できれば若い方たちには、本当に安心して生み育てるような環境を町とし

てつくっていきたいというふうに思っているんですけれども、そういう部分で行き届か

ないところがあったということになります。 

 ３番（遠藤龍之君）はい、議長。原因をつくった人ではない人にこんなことを言うのもなんです

けれども、やっぱりこの辺の本当に、これね令和２年です、この計画ね、令和２年つう

のは令和元年度あたりから調査してやっています。その中の確保方策について、もうこ

この時点で明確に示しているんです。そしたら令和元年、令和２年、令和３年で当然、

対策を取らなくちゃならない現象なんです。それがずっとこの数字を見ますと、相変わ

らずもう続けてね、示している。何があるのかっていうことなんですよね。この間のせ

っかくのこの計画は本当に何だったのか、誰がつくったか分からないんだけれどもね、

それは別に、まあいいというね。そういう、結局ね、予想はできながら体制が準備でき

ていなかったとかね、されなかったとかそういう取組がその当時からなされなかったと

いうことによって生まれている現象なのかなというふうにも思うわけですが、しかし、

現実にそういう現実が今も起きているということについてはね、やっぱし新しくなった

町政を担う人もね、今ね頑張ってもらわなくてならないと、やっぱこういうのは本当明

日にでもね、なくしていただきたい、にしなくてないと、計画を立ててやってる以上は

ね。 

      これは全国的に、全国的に重要な課題ということで国も挙げて、そして、対策して、

２万何千人いたのが今現在はね、３，０００人弱まで減っている。その要因は何かとい

うと、やっぱり設備投資、設備、施設の整備を進めてきたと、保育所を建てて、そして

対応してきたということによって待機児童は全国的に大幅に減った、これは前回も言っ

たんだけれども、だけれどもなぜか山元町はね、待機児童がまだ存在しているという、

本来であれば田舎町というとうまくないんだけれども、ということはあり得ない現象と

いうふうに受け止めているんだ、都市部、都会ではね、施設が足りないことで、それで

そういうのがずっとそういう現象を生まれてきて、起こしてきたということはある程度

理解はできる。山元町はさっきも言いましたけど１２年という数字が出るんだけれども、

１２年間に逆にもう本当に放置してきたと、そのことについてはね、その結果が今も続

いているというようなのは、結果ではないかというふうに思っています。 

      保育所を建てるって言っていたのにもかかわらず、建てることなく、その当時から、

待機児童というのはね、問題を大きく取上げられてきたという中で、その大きなその対

策その対応策として、保育所の建設、施設の増設ということを求めてきた。これは議会

全員、議会全部でもこの一致したね、要求、要望であった、保育所の建設というのもあ

りながら、あるいは先ほど来、出してきた住民要求、要望という形で求められてきた取

組であるにもかかわらず、それを蹴ってきたことによって今生まれている現象ではない
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かと受け止めざるを得ません。 

      本来はねもう本当にその時期に建設していなければならない、解決されなければなら

ない事案だということというふうに受け止めます。しかしながら今、現実にまだそれが

対応されてない今現実の対応策としては、やっぱりその辺からの事情を十分にこの事実

に即して分析、総括して、そしてこの待機児童をなくすという大きな課題に取り組むべ

きだと本当に今日は、なくすためにね、ということを強く求めて、その対策に当たられ

たいということを強く求めて、私の質問を終わります。 

議 長（菊地康彦君）３番遠藤龍之君の質問を終わります。 

                                             

議 長（菊地康彦君）本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

      ね、もう１個あるから。 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第３．請願第１号を議題とします。 

      紹介議員から請願の説明を求めます。紹介議員代表、伊藤貞悦君、登壇願います。 

 ７番（伊藤貞悦君）はい、議長。それでは、請願第 1 号、慰霊碑「大地の塔」敷地内へのトイレ

設置に関する請願書につきまして、説明を申し上げます。 

      件名、慰霊碑「大地の塔」敷地内へのトイレ設置に関する請願書。 

      要旨、慰霊碑「大地の塔」敷地内へのトイレ設置に関する請願理由については、大地

の塔見学者などや、整備された町道３１号頭無西牛橋線、緑道散策者等、などですね、

来場された方々への対策として、トイレ設置を請願するものであります。 

      請願書提出者、山元町山寺字西頭無４３番地の３、花釜区長、渡邊博寿。 

      請願第 1 号、令和５年１２月１日。 

      山元町議会議長 菊地康彦様。 

      紹介議員、髙橋眞理子、同じく丸子直樹、同じく伊藤貞悦。 

      以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議 長（菊地康彦君）これから紹介議員に対する質疑を行います。   質疑はありませんか。あ

りませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）質疑なしと認めます。 

      お諮りします。 

      本請願については、山元町議会会議規則第９１条第１項の規定により、総務民生常任

委員会に付託し、会期中の審査にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）異議なしと認めます。 

      請願第 1 号については、総務民生常任委員会に付託し、会期中の審査に付することに

決定しました。 

                                             

議 長（菊地康彦君）以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

      本日はこれで散会します。 

      次の会議は１２月１３日水曜日午前１０時開議であります。 

      お疲れさまでした。 
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午後４時５２分 延 会 

                                             

 


